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むつ市議会第２０３回定例会会議録 第１号

平成２２年２月２６日（金曜日）午前１０時開会・開議議事日程 第１号

◎固定資産評価審査委員会委員就任あいさつ

◎諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 行政報告

第４ 市長施政方針

【議案一括上程、提案理由説明】

第５ 議案第１号 むつ市子ども夢育成基金条例

第６ 議案第２号 むつ市表彰条例の一部を改正する条例

第７ 議案第３号 むつ市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

第８ 議案第４号 むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

第９ 議案第５号 むつ市職員の特殊勤務手当に関する条例及びむつ市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部を改正する条例

第10 議案第６号 むつ市育英基金条例の一部を改正する条例

第11 議案第７号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

第12 議案第８号 むつ市行政財産目的外使用料徴収条例の一部を改正する条例

第13 議案第９号 むつ市地域生活支援事業利用料の特例に関する条例の一部を改正する条例

第14 議案第10号 むつ市営住宅条例の一部を改正する条例

第15 議案第11号 むつ市消防団条例の一部を改正する条例

第16 議案第12号 工事請負契約について

（市立第一田名部小学校耐震補強及びその他改修工事：建築工事）

第17 議案第13号 工事請負契約について

（市立第二田名部小学校耐震補強及びその他改修工事：建築工事）

第18 議案第14号 工事請負契約について

（市立大平小学校耐震補強及びその他改修工事：建築工事）

第19 議案第15号 指定管理者の指定について

（むつ市営宮後牧野外４施設）

第20 議案第16号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

第21 議案第17号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

第22 議案第18号 平成21年度むつ市一般会計補正予算

第23 議案第19号 平成21年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算

第24 議案第20号 平成21年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予算
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第25 議案第21号 平成21年度むつ市介護保険特別会計補正予算

第26 議案第22号 平成21年度むつ市下水道事業特別会計補正予算

第27 議案第23号 平成21年度むつ市水道事業会計補正予算

第28 議案第24号 平成22年度むつ市一般会計予算

第29 議案第25号 平成22年度むつ市国民健康保険特別会計予算

第30 議案第26号 平成22年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算

第31 議案第27号 平成22年度むつ市老人保健特別会計予算

第32 議案第28号 平成22年度むつ市介護保険特別会計予算

第33 議案第29号 平成22年度むつ市下水道事業特別会計予算

第34 議案第30号 平成22年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算

第35 議案第31号 平成22年度むつ市魚市場事業特別会計予算

第36 議案第32号 平成22年度むつ市水道事業会計予算

第37 報告第１号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

第38 報告第２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成21年度むつ市一般会計補正予算）

第39 報告第３号 専決処分した事項の報告について

（和解について）

第40 報告第４号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成21年度むつ市一般会計補正予算）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（２６人）

１番 澤 藤 一 雄 ２番 新 谷 泰 造

３番 目 時 睦 男 ４番 工 藤 孝 夫

５番 横 垣 成 年 ６番 新 谷 功

７番 野 呂 泰 喜 ８番 浅 利 竹 二 郎

９番 川 端 一 義 １０番 鎌 田 ち よ 子

１１番 中 村 正 志 １２番 富 岡 修

１３番 佐 々 木 隆 徳 １４番 菊 池 広 志

１５番 半 田 義 秋 １６番 千 賀 武 由

１７番 白 井 二 郎 １８番 山 本 留 義

２０番 馬 場 重 利 ２１番 山 崎 隆 一

２２番 川 端 澄 男 ２３番 髙 田 正 俊

２４番 村 川 壽 司 ２５番 冨 岡 幸 夫

２６番 斉 藤 孝 昭 ２７番 村 中 徹 也

欠席議員（１人）

１９番 岡 崎 健 吾

説明のため出席した者

市 長 宮 下 順 一 郎 副 市 長 野 戸 谷 秀 樹

教 育
委 員 会 山 本 文 三 教 育 長 牧 野 正 藏
委 員 長

公 営 企 業 代 表遠 藤 雪 夫 小 川 照 久管 理 者 監 査 委 員

選 挙 管 理 農 業
委 員 会 佐 々 木 鉄 郎 委 員 会 立  順 一
委 員 長 会 長

会 計
管 理 者

総 務 部 長 新 谷 加 水 総 務 部 工 藤 正 明
理 事
出 納 室 長

企 画 部企 画 部 長 阿 部 昇 近 原  栄理 事

保 健 福 祉民 生 部 長 齋 藤 秀 人 鴨 澤 信 幸部 長

経 済 部 長 櫛 引 恒 久 建 設 部 長 太 田 信 輝

選 挙 管 理 監 査 委 員委 員 会 大 芦 清 重 齋 藤 純事 務 局 長事 務 局 長

公 営教 育 部 長 佐 藤 節 雄 佐 藤 純 一企 業 局 長
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川 内 庁 舎 大 畑 庁 舎河 野 健 二 栁 谷 正 尚所 長 所 長

総 務 部脇 野 沢 片 山 元 副 理 事 松 尾 秀 一庁 舎 所 長 総 務 課 長

企 画 部企 画 部 宮 川 淳 一 財 政 下 山 益 雄次 長 調 整 監

企 画 部 民 生 部副 理 事 伊 藤 道 郎 新 谷 正 幸次 長企 画 課 長

民 生 部 民 生 部
副 理 事 副 理 事山 田 邦 夫 奥 島 愼 一環 境 対 策 廃 棄 物
課 長 対 策 課 長

農 業 総 務 部
委 員 会 吉 田 薫 行 政 経 営 花 山 俊 春
事 務 局 長 課 長

企 画 部 経 済 部
エネルギー 髙 橋 聖 農 林 水 産 室 館 利 光
対 策 課 長 課 長

民 生 部 民 生 部
環 境 廃 棄 物金 浜 盛 雄 竹 山 清 信対 策 課 対 策 課
総 括 主 幹 総 括 主 幹

経 済 部 総 務 部農 林 畑 中 誠 総 務 課  田 真水 産 課 主 幹総 括 主 幹

総 務 部
総 務 課 澁 田 剛
主 任 主 査

事務局職員出席者

事 務 局 長 工 藤 昌 志 次 長 澤 谷 松 夫

総 括 主 幹 栁 田 諭 主 幹 金 澤 寿 々 子

主 査 石 田 隆 司 主 事 井 戸 向 秀 明
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時００分 開会・開議

〇議長（村中徹也） ただいまからむつ市議会第

203回定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は25人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

◎固定資産評価審査委員会委員就任あ

いさつ

〇議長（村中徹也） 議事に入る前に、就任のごあ

いさつがあります。

さきの定例会において、むつ市固定資産評価審

査委員会委員に選任されました川向常寛氏及び篠

﨑慶司氏から就任のごあいさつをお願いいたしま

す。

まず、川向常寛氏、お願いいたします。

（川向常寛固定資産評価審査委員

会委員登壇）

〇固定資産評価審査委員会委員（川向常寛） さき

のむつ市議会第202回定例会におきまして、議員

の皆様方のご同意をいただき、むつ市固定資産評

価審査委員会の委員に就任いたしました川向でご

ざいます。

固定資産の評価額に関する納税者の不服を審査

するという重要な職務を担当することとなりまし

たが、公平公正な審査を心がけ、職務に最善の努

力をいたす所存でありますので、議員各位のご指

導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げまして、簡

単ではございますが、就任のあいさつとさせてい

ただきます。よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村中徹也） 次に、篠﨑慶司氏、お願いい

たします。

（篠﨑慶司固定資産評価審査委員

会委員登壇）

〇固定資産評価審査委員会委員（篠﨑慶司） おは

ようございます。さきのむつ市議会第202回定例

会におきまして、議員の皆様方のご同意をいただ

き、むつ市固定資産評価審査委員会の委員に就任

いたしました篠﨑と申します。

固定資産の評価額に関する納税者の不服を審査

するという重要な職務を担当することになりまし

たが、公平公正な審査を心がけ、職務に最善の努

力をいたす所存でありますので、議員皆様方のご

指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたし、簡単では

ございますが、就任のあいさつとさせていただき

ます。よろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） これで就任のあいさつを終わ

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、 。〇議長 村中徹也 次は 諸般の報告を行います

まず初めに、地方自治法第121条に基づく今定

例会への説明員の出席者については、お手元に配

布の名簿のとおりであります。

次に、監査委員から、地方自治法第235条の２

第３項の規定に基づく例月出納検査の結果報告が

ありました。なお、関係書類は事務局に保管して

ありますので、ご閲覧願います。

次に、本日市長から、工事請負契約に係る入札

結果資料が提出されましたので、お手元に配布し

ております。

次に、全国市議会議長会基地協議会等の会議結

果につきましては、お手元に配布の報告書のとお

りでありますので、ご了承願います。

次に、去る２月１日に開催された青森県市議会

議長会第３回定期総会において、むつ市議会から

提出しております下北半島縦貫道路の整備促進に
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ついてが第62回東北市議会議長会定期総会提出議

、 。案として決定されましたので ご報告いたします

次に、本日この後、むつ市行政改革大綱につい

て、脇野沢赤坂地区における不法投棄について及

び指定管理者の指定取消し後の対応について市長

から行政報告がありますので、ご了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第１号

により議事を進めます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（村中徹也） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第82条の規定によ

り、６番新谷功議員及び23番髙田正俊議員を指名

いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（村中徹也） 次は、日程第２ 会期の決定

を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら３月19日までの22日間としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は本日から３月19日までの22日間と決定

いたしました。

◎日程第３ 行政報告

〇議長（村中徹也） 次は、日程第３ 行政報告を

行います。

市長から報告を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） おはようございます。むつ

市行政改革大綱についてご報告いたします。

本市は、昭和61年度から行政改革に取り組んで

きており、本年度は平成17年度から５年間にわた

った第４次行政改革の最終年度に当たります。

第４次行政改革では、指定管理者制度の活用、

民間移譲等の推進、行政機構改革、そして赤字解

消計画の確実な履行を期して定員管理や職員給与

の適正化等に鋭意取り組んできたところであり、

平成20年度までの４年間で約24億円の経費節減効

果を生み、着実な成果を上げてきたところであり

ます。

これからも、このような行財政改革は不断に進

めていく所存でありますが、今般の第５次行政改

革では、今確実に変わりつつある国と地方の関係

を踏まえ、今後のむつ市の基礎自治体としてのあ

り方を見据えた発展的な行政運営の体系化を目指

すため、２つの重点目標を掲げ、大綱を策定いた

しました。

第１点目は、まちづくり理念の検討として、市

民参画の推進と行政の役割の明確化を図ることで

あり、まちづくりの主役を市民とする観点から計

画、予算、執行、評価等各段階における市民との

かかわりのあり方を検討し、市民とともにまちづ

くりを進める理念の明確化と取り組みの体系化を

目指すものであります。

第２点目は、行政運営体制の検討として、行政

機構改革の推進と職員の意識改革を図ることであ

り、進展する地方分権に対応し、市民とともに歩

む行政内部の体制構築と、それを支える職員の資

質向上と意識改革を促すものであります。

この大綱は、庁内組織であります行政改革推進

本部で取りまとめた素案を、昨年12月１日に公募

市民や学識経験者、合わせて15名から成るむつ市

行政改革審議会に諮問し、去る２月10日に答申を
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いただき策定したものであり、平成22年度は、５

年間の具体的な取り組み事項をまとめる実施計画

の策定に取りかかることとしております。

この大綱に基づく市民協働参画を基調とする取

り組みが、むつ市のネクスト50に向けた道しるべ

となる大切なものであるとの認識のもと、当市の

行政改革を推進してまいる所存でありますので、

議員各位及び市民の皆様のご理解とご協力をお願

いいたしまして、むつ市行政改革大綱についての

ご報告といたします。

次に、脇野沢赤坂地区の不法投棄事案につきま

して、去る11月27日開会のむつ市議会第202回定

例会に報告した後の市の対応等についてご報告い

たします。

まず 環境調査についてでありますが 去る10月、 、

５日に実施した水質調査のうちダイオキシン類の

結果につきましては、調査したすべての地点にお

いて環境基準または排水基準に適合しておりまし

た。

また、去る11月17日、12月10日及び１月６日に

実施しております環境調査についてであります

が、ダイオキシン類も含めた調査項目は、すべて

の調査地点において環境基準または排水基準に適

合しておりました。

次に、廃棄物撤去事業につきましては、仮設水

処理施設の設置並びに廃棄物の掘削、分別、搬出

及び処分に係る実施設計を業務委託しておりまし

たが、事業実施期間を３カ年とする成果が報告さ

れております。現在は、その報告書の内容を精査

、 。中でありますので ご理解を賜りたいと存じます

続きまして、去る第198回定例会において行政

報告しております脇野沢旧最終処分場への不法投

棄について、実態を調査しましたので、その結果

についてご報告いたします。

まず、周辺環境への影響につきましては、地下

水の検査を行っており、９月30日の検査では鉛が

環境基準の１リットル当たり0.01ミリグラムを超

える0.013ミリグラム検出されましたが 12月10日、

の検査では0.001ミリグラム未満となりましたこ

とから、今後も注意深く監視してまいりたいと考

えております。

次に、平成５年４月に解体した旧清掃センター

の解体廃棄物及び平成５年度から平成12年度まで

の間に旧脇野沢村直営のホタテ加工センターから

排出されたホタテのうろにつきましては、添付い

たしました資料の図１に示しております場所への

投棄を確認しております。

今後の対応につきましては、各関係機関と協議

しながら、原状回復に向けて検討してまいりたい

と考えておりますので、ご理解賜りたいと存じま

す。

次に、農事組合法人みなみ農園開発に対し、む

つ市営宮後牧野外４施設の指定管理者の指定を取

り消すことについて 昨年11月27日開会の第202回、

定例会においてご報告しておりますが、その後の

対応と現状をご報告いたします。

まず、当該法人に対して、指定管理者の指定取

り消しに伴う指定管理料返還金及び違約金の請求

をしておりましたが、納期限までに納付されませ

んでしたので、指定管理料返還金は12月11日付、

違約金は同月18日付をもって、それぞれ督促状を

送付しております。

その後、本年１月19日付で農事組合法人みなみ

農園開発の債務整理について委任を受けた弁護士

から、受任通知書が市へ送付されました。

その内容は、当該法人は総額約2,430万円の債

務を負っているが、支払い不能の状況になってお

り、青森地方裁判所に破産手続開始の申し立てを

する予定であるため、市の債権の届け出を求める

ものであります。

これを受け、市は指定管理料返還金、違約金及

び住民税について債権を届け出しました。
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また、市の顧問弁護士に本件の内容等について

協議しましたところ、この破産手続が開始されれ

ば、当該法人の財産、債権等については破産管財

人が管理し、債権の分配をすることとなるが、法

人の資産の状況から回収は困難なことが予想され

るというものでありました。

今回の事案は、市に対し多額の損害を与えただ

けではなく、市民の皆様に対する市の信頼を大き

く失墜させた事案でありますので、今後はこの破

産手続の進捗状況を逐次確認しながら、責任の追

及等についても検討してまいりたいと考えており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、公害対策、放射性廃棄物保管施設におけ

る安全対策及び交通問題対策に関する経過報告に

、 、 。ついて 民生部長 企画部長から報告いたします

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 公害対策に関することの

うち民生部が所管いたしております事項について

ご報告申し上げます。

まず、公害の発生状況についてでありますが、

11月27日に開会されましたむつ市議会第202回定

例会以降、２月25日現在まで公害の発生はありま

せんでした。

次に、河川等水質測定結果につきましては、お

配りいたしました資料１、河川等水質検査資料の

とおりでありますが、資料の１ページの環境基準

、 、の水域類型指定河川であります田名部川 小荒川

川内川及び大畑川につきましては、すべての河川

において基準値を満たしておりました。

次に、２ページのその他の河川の水質測定結果

についてでありますが、これらの河川につきまし

ては、特に環境基準の定めはありませんが、環境

基準の水域類型指定河川の基準値と比較いたしま

すと、明神川と小松野川においてのＢＯＤの値が

。 、基準値を満たしておりませんでした 他の河川は

いずれも基準値を満たしておりました。

次に、３ページの市と公害防止協定を結んでお

ります日本ホワイトファーム株式会社及び日本ピ

ュアフード株式会社の排出水の水質測定結果につ

きましては、２社ともすべての項目において協定

書に定める基準値を満たしておりました。

次に、４ページのアツギ東北株式会社むつ事業

所の排出水の水質測定結果につきましては、すべ

ての項目において基準値を満たしておりました。

以上が公害の発生状況、河川の水質検査につい

てのご報告であります。

続きまして、毎年１回ご報告いたしております

一般廃棄物処理施設に関する水質検査結果につい

てのご報告を申し上げます。

検査結果につきましては、お配りいたしました

資料２、一般廃棄物処理施設関係資料のとおりで

ありますが、まず１ページから３ページのむつ市

一般廃棄物最終処分場の放流水及び地下水の水質

検査の結果は、すべての検査項目において基準値

を満たしておりました。

次に、４ページ及び５ページのむつ市一般廃棄

物最終処分場周辺の井戸水の水質検査の結果は、

２カ所においてｐＨ水素イオン濃度の指数が基準

値を上回っておりましたが、ほかの検査項目につ

いては基準値を満たしておりました。

次に、６ページから９ページの旧処分場に係る

水質検査の結果は、すべての検査項目において基

準値を満たしておりました。

次に、10ページから12ページのむつ市川内一般

廃棄物最終処分場の放流水及び地下水の水質検査

の結果は、すべての検査項目において基準値を満

たしておりました。

次に、13ページから16ページのむつ市大畑一般

廃棄物最終処分場及びむつ市大畑一般廃棄物旧最

終処分場の放流水及び地下水の水質検査の結果

は、すべての検査項目について基準値を満たして

おりました。
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最後になりましたが、17ページから19ページの

むつ市脇野沢一般廃棄物最終処分場の放流水及び

河川水の水質検査の結果は、すべての検査項目に

おいて基準値を満たしておりました。

以上で民生部が所管いたします事項についてご

報告を終わります。

〇議長（村中徹也） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） それでは、続きまして放

射性廃棄物保管施設における安全対策について、

平成21年11月27日の経過報告以降の経過をご報告

申し上げます。

立入調査につきましては、平成22年２月10日に

青森県及び青森県漁業協同組合連合会とともに独

立行政法人日本原子力研究開発機構青森研究開発

センターむつ事務所への定期立入調査を実施して

おります。

調査結果につきましては、資料のとおり、燃料

廃棄物取扱棟及び保管建屋における放射性廃棄物

の保管状況に異常は認められませんでした。

なお、昨年８月28日の前回調査時点から燃料廃

棄物取扱棟において200リットル黄色ドラム缶が

２本ふえております。これは、管理区域内におけ

る保守管理作業等に伴い、綿手袋、作業衣等の廃

棄物がふえたことによるものであります。

続きまして、交通問題対策について、平成21年

11月27の経過報告以降の経過をご報告申し上げま

す。

まず、ＪＲ東日本大湊線問題についてでありま

す。強風による運行規制の状況につきましては、

平成21年11月から平成22年１月までの３カ月間で

は、規制日数は24日で、規制本数は124本、運休

本数は122本でございました。

次に、大湊線に係る要望活動につきましては、

前回の経過報告以降ございませんでした。

２点目の下北半島縦貫道路の建設促進対策につ

いてであります。下北半島縦貫道路に係る要望活

動につきましては、前回の経過報告以降ございま

せんでした。

次に、平成21年度における工事の進捗状況につ

きましては、むつ南バイパスと野辺地町から六ヶ

所村に至る有戸北バイパスについて、県により整

備が進められているところでありますが、平成

21年３月13日に整備区間へ格上げとなりました六

ヶ所村から横浜町に至る吹越バイパスについて

、 。は 事業着手に向けた諸調査が行われております

このうちむつ南バイパスにつきましては、田名部

川にかかる橋りょうの橋台１基の施工と、その周

辺の軟弱地盤対策の土工事が行われているところ

でございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これより質疑を行います。

質疑は、それぞれ区分して行います。

まず、むつ市行政改革大綱についての報告に対

する質疑を行います。次に、脇野沢赤坂地区にお

ける不法投棄についての報告に対する質疑を行い

ます。次に、指定管理者の指定取消し後の対応に

ついての報告に対する質疑を行います。次に、公

害対策に関する報告の部分、続いて報告以外の公

害対策に関する質疑を行います。次に、放射性廃

棄物保管施設における安全対策に関する報告の部

分、続いて報告以外の放射性廃棄物保管施設にお

ける安全対策に関する質疑を行います。その後、

交通問題対策に関する報告の部分、続いて報告以

外の交通問題対策に関する質疑を行います。

まず、むつ市行政改革大綱についての報告に対

し、質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次は、脇野沢赤坂地区における不法投棄につい

ての報告に対し、質疑ありませんか。５番横垣成

年議員。

〇５番（横垣成年） １点だけお願いします。
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２ページのところに、平成５年４月に解体した

旧清掃センターの解体廃棄物及び平成５年度から

平成12年度までの間に旧脇野沢村直営のホタテ加

工センターから排出されたホタテのうろについて

は投棄を確認しているということで、今後の対応

については各関係機関と協議しながら原状回復に

向けて検討するということですが、この原状回復

というもののもう少し具体的な中身を知らせても

らいたいし、やはり金額です。どのくらい金額が

かかるものなのか。あと、どういう経過でこうい

うふうに投棄されたのか、責任の所在というか、

そこの経過も説明してもらえればなというふうに

思います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） まず、ここの場所の原状

回復にどのようなことをしているかという部分で

、 、ございますけれども ここは議員ご承知のとおり

旧脇野沢村の当時、平成２年３月に廃止しました

最終処分場でございます。廃止届が出されており

ます。その部分に今行政報告しましたコンクリー

ト殻、ホタテのうろ等が、現地に行きますとわか

、 。るのですけれども 道路の左右に分かれてあると

図面のとおりでございますけれども。

今話したとおり、その部分は最終処分場でござ

いましたので、県に、ここの形質変更の届けを出

して、調査してございます。最終処分場の上にそ

ういうものがある、またその右手のほうに、ホタ

テのうろについて掘って５カ所ほどあるというふ

うな状況でございますので、これを原状に戻すに

は、まず今調査した部分を踏まえながら、最終処

分場の形質変更届というものがありますので、そ

の部分について県と協議しながら、原状回復をど

のようにしていくかというふうなところで進めて

まいりたいと思ってございます。

また、金額については今回出されておりません

ので、その辺はご理解願いたいと思います。

最後に、経過云々という部分でございましたけ

れども、行政報告したとおり、そこは村時代に村

がやっていると。特に旧清掃センターの解体物に

ついては、工事請負契約書しかございませんけれ

ども、それは村が発注していると。ただ、村が発

注していても、そこに捨ててもいいというふうな

ものは、そういうふうなものの書類が残っていな

いということでございます。いずれにしてもそこ

に物があるということから、村のほうでやったと

いう事実だけが確認されているということでござ

います。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） これは、回答の説明にあった

のですが、最終処分場を廃止した後にそういうう

ろだとかコンクリートを捨てたということになり

、 。ますと ちょっと私余りイメージわかないのです

原状回復というと、それこそ何もごみがない状態

に全部きれいにするというふうにイメージするの

ですが、結局そこは最終処分場として掘れば掘る

ほどいっぱいごみが出てくる場所を何か原状回復

するというと、どうもイメージが余りわかないの

です。ここの最終処分場というのは下に何かシー

トとか敷いていたものでしょうか。そこもちょっ

と確認させてもらって、結局排水処理なんかはき

ちんと完全にされている場所であるのかどうかと

いうのもちょっと確認させてもらいたいと思いま

す。

それと、そういう意味では掘れば掘るほどごみ

が出てくる場所ですから、結局今回のうろだとか

コンクリート、そこの部分だけ撤去するというふ

うに、あと下のほうは掘らないでおくというふう

な感じでの原状回復ととらえていいのかどうか、

再度お願いいたします。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） まず１点目のここの最終

処分場の建設がどういうふうな状態であったかと
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いいますと、当時の法律に照らし合わせまして、

今あります管理型の最終処分場と違いまして、下

の部分についてはシート等はございません。ある

としますと、ここを整地しまして、川のほうに、

ごみが行かないように土どめ的なものはやってご

ざいます。なお、写真は確認してございます。

、 。また もう一点の原状回復の部分でございます

、 、再度のお尋ねですけれども 原状回復については

先ほど申したとおり、その部分を掘っている部分

も、うろとかがありますので、やはり今議員が言

ったとおり、なかなか我々もそれをどのように撤

去して原状回復するかということについては、ま

だまだそこまでは議論が至っていないと。いずれ

にしても、今のところは調査した結果、そういう

ものが確認されたという段階でございまして、ご

理解願います。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 20番（ ） 。

馬場重利議員。

〇20番（馬場重利） 前回の定例会でも質疑をいた

しましたけれども、前回出された報告と何ら変わ

っていないのです、これ、中身は。これは、前の

ときに、ダイオキシンを含めて異常は感じられな

、 、 。いと こういう報告で 今もそのとおりなのです

この文面を見る限り 「調査地点においては」と、

ある。ただ、ダイオキシンが出たところを調査し

ていませんから、前に出て大騒ぎしたところは、

あれは埋め戻して、そこは調査していないわけで

す。だから、ダイオキシン出ていないのです。だ

けれども、こういう報告を出せば、あそこにダイ

オキシンも何もないのだろうと、こうなるでしょ

う。この報告はうそです、だめです、これ。あれ

だけ大騒ぎして、これは何とかしなければならな

いということで始まったわけでしょう。肝心のダ

イオキシンが出た場所を埋めてしまって、そこを

調査しないわけですから。

ダイオキシンが出たと新聞に大々的に出たとき

に、ある人から、いわゆるＥＭ菌の原液をまけば

ダイオキシンの数値が下がるという報告もあるの

でどうですかという話を聞いて 相談して 約10ト、 、

ン、ＥＭ菌の原液をあそこに散布したのです。そ

の出た場所を中心に、ボランティアで散布した。

その成果は全くわからないのだけれども、いや、

これ効果があればいいなと思っていたけれども、

。 、肝心のそこは調査してくれなかったのです 市長

市民に対して非常に冷たい行政ですよ、これ。善

意を無にしているのです。

ここに、いわゆるあれだけの金かけて遮水シー

トまで敷いて、11月に終わったと思いますけれど

も、それでいわゆる業務委託した実施設計によれ

ば、３カ年の事業実施期間が有効だと。前回の質

、 。疑の中では 部長は来年度からやりたいと言った

市長は、いや、来年度からと決めているわけでは

ないと。これ３カ年というのはいつからいつまで

の３カ年ですか。遮水シートの有効年度もあるで

しょうから、遮水シートは何のために使ったのか

わかりませんけれども、実はこれ発覚してからま

だ２年しかたっていないのですよね。ところが、

捨てられたのはいつですか。私前にも言いました

けれども、このことが本当に被害を及ぼすような

ことになっているのかどうかということなので

す。

これは、不法投棄ですから、撤去しなければな

らないのはもう当たり前のことで、それを私撤去

するなとは言っていないのです。ただ、あたふた

とこうして金かけてやらなければならないのかと

いうところに私は非常に疑問を感じたものですか

ら、前回も、また前にもこの問題についてはかな

り議論させていただきましたけれども、その辺答

弁してください。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 馬場議員の不法投棄だから

撤去しなければいけない、これはまさしくそのと
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おりでありまして、不法投棄でありますので、完

全撤去というふうな基本線でこれは進めておりま

す。

そして、３カ年というふうな今設計が出ており

ます。いつからかというふうなお尋ねでございま

すけれども、現在遮水シートをかけております。

私にとっては、やはりこの財政状況をみなければ

。 、 、いけません そしてまた 遮水シートの耐用年数

それらも勘案して着手をしていかなければいけな

い、このように思っております。その意味からし

て、矢板を組み合わせ、そして上に遮水シートを

かけると。最初試掘したところ、ボーリングした

ところからダイオキシンがたまった水の中で発生

したわけですので、その部分での封じ込めには成

功しているというふうに評価をしていただきたい

と、このように思います。

〇議長（村中徹也） 20番。

〇20番（馬場重利） ダイオキシンを封じ込めると

いう市長の今の答弁ですけれども、ダイオキシン

は全然動いていないのです。その下のほうを何カ

所かボーリング調査して、水質の調査しているわ

けですから、それでダイオキシンは全く検出され

ていないわけです。ダイオキシンは動いていない

のです。

前回同僚議員の質問にもありましたけれども、

何かコンサルタントの言いなりになってやしない

かということを言った同僚議員もございました。

私もそう思っているのです。これ前に、市長もお

わかりと思いますけれども、今の最終処分場の近

くに市が不法投棄したことがありましたよね。事

。 。件があった 県にかなり言われてどうしようかと

、 。結果的には あそこは土盛りして終わったのです

それ市長はわかっているでしょう。あのときどう

しようかという調査を地元の地質学者にお願いし

たのです。ボランティアです、それ。金かかって

。 。いないのです これ何千万もかかっているのです

財政の関係もあるから、これはそれなりの検討を

しなければならないという市の考え、それはわか

るけれども、もう既にかなりの、私から言わせれ

ば、かなりの浪費しているのです、この件では。

３カ年がいいだろうという、いわゆるコンサル

タントからの提言があったようですけれども、こ

れどうですか。今検討中、財政の状況を見ながら

、 、 、ということですけれども この間 前回聞いたら

いわゆる遮水シートの耐用年数が５年だと言いま

したよね、たしか。３年でしたか。３年だという

と、もうあれではないですか。来年度からできな

くても、再来年度からやらないと間に合わないの

ではないですか。その辺どう考えていますか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 浪費しているというふうな

ご指摘、まさしくその意味ではこういう不法投棄

というふうな事態に対して税金を投入するという

ことは、もうまさしく浪費だと、この部分はご指

摘のとおりだと、このように思います。しかしな

がら、コンサルタントの言いなりというふうなこ

、 、とについては 今現在実施設計が出ておりまして

先ほど壇上でもお話をさせていただきましたよう

に、精査を重ねておるというふうなところでご理

解をいただきたいと、このように思います。

また、ダイオキシンは動いていないというふう

なことは、動いていないでほっとしているという

ふうな形での調査を今進めていると。水質調査を

して、そして封じ込めをしているというふうなこ

とでございます。

また、シートの耐用年数、これが３年でありま

すので、この３年の中でしっかりと、シートがま

た風とかさまざまな形の中で破れないようにとい

うふうな形で維持管理をしていって、その段階で

判断をする時期が来るものと、このように思って

おります。

〇議長（村中徹也） 20番。
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〇20番（馬場重利） やってしまったものを、終わ

ってしまったものをほじくり返しても、これは失

敗したとか後悔していますとか、そういう話はし

たくないと思いますけれども、これからのことも

ありますので、これは考えてみれば、そう大騒ぎ

して、あたふたとして金をかけなければならない

事件ではないわけです。これどうとらえるかは別

ですけれども。だから、さっきも言いましたけれ

ども、私から言わせると非常に無駄なといいます

か、何でもかんでも専門家がいるコンサルタント

に任せればそれで解決するのだという、ちょっと

私からすれば安易過ぎるやり方をしているなとい

うふうに思ったので、あえて申し上げたわけであ

ります。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次は、指定管理者の指定取消し後の対応につい

ての報告に対し、質疑ありませんか。１番澤藤一

雄議員。

〇１番（澤藤一雄） 先ほどの報告の中に法人の負

債2,430万円、この中で市の確定した損害がどれ

くらいになるのかお知らせください。

それから、法人の資産の状況から回収は困難だ

というふうな見通しでございますが、市民の皆様

に対する市の信頼を大きく失墜させた事案であり

ますので、今後はこの破産手続の進捗状況を逐次

確認しながら、責任の追及についても検討すると

いう報告でございました。責任の追及の相手方、

これがだれなのか。そして、これが損害の回収に

つながるのか、回復につながるのかについてご答

弁をお願いします。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） お尋ねにお答えいたしま

す

まず１点目の市の損害額でございますが、これ

はまず１つは返還金817万4,000円、それから違約

金123万3,000円、それに税が８万7,100円でござ

います。

ご質問の２点目の責任の追及の相手方でござい

ますが、当該には法人が相手になるわけでござい

ます。その法人の理事の方々に対して責任の追及

ができないのかどうか、このことを弁護士と協議

をしているところでございます。ただ、損害の請

求と理事の行為との因果関係を明らかにする必要

があるとの顧問弁護士からの回答をいただいてご

ざいます。

それから、実行犯とされる理事についてでござ

いますが、これは法人内部での事件が発端でござ

います。まず、法人内で告訴等の手続が第一義に

なるものと考えてございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） 市民の皆様から市に対する信

頼が失墜したということですよね。それで、一部

の理事が不正に私したというふうなことが発端

で、こういう事案になったと。一義的には法人の

内部の問題だというような答弁もありました。だ

けれども、この責任の追及によって、本当に市の

損害が回復されて、そして市に対する市民の皆さ

んの信頼が回復するのかというふうなこと、その

ことによって、また経費がかかって、そして結果

的に回収できなかったと。そして、市民の皆さん

が寄せる市への信頼は回復できなかったというふ

うなことになる可能性もあるわけですよね。その

辺について、これはいわゆる法人に対して、法人

の構成員に対して、役員の方の資産に対して市が

責任を追及していくというふうなことになるの

か、回収できる見込みがあるのかというふうな点

について答弁をお願いします。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 先ほどの答弁と一部重複
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いたしますが、まず役員に対する責任の追及でご

。 、ざいます 先ほどもご答弁申し上げましたとおり

理事の行為と損害との因果関係を明らかにする必

要があり、そこに不法行為が存在するかどうかが

争点となり、それを証明していくことは非常に難

しいのではないかとの顧問弁護士のお話でござい

ました。

回収できる見込みということでございますが、

報告にもございましたとおり、法人の資産の状況

から回収は困難が予想されるところでございま

す。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。６

番新谷功議員。

〇６番（新谷 功） 同僚議員の今の質疑に重複す

る部分もあろうかと思いますけれども、まずもっ

て私はこの指定管理者制度の契約といいますか、

そのものに疑問を抱いておるのです。この指定管

理者制度が３年過ぎて、昨年は今度５年間の契約

をほとんど結ばれておるわけでございます。そこ

でこういう問題が大変懸念されると私は当初から

考えておったのですけれども、さきの11月27日の

議会において、実はこういうことは想定していな

、 、 、かったと こういうことで 例えば倒産したとか

。 、こういう事件が想定されていなかったと しかし

そのときにおいて、想定されていなければ、こう

いう事件が発生した場合は今のような問題が起き

るわけですね。今の農事組合法人には責任能力が

ない、役員もない、何もないないと、こういうこ

とでしょう。今同僚議員、どこに責任追及するの

だと。役員に責任追及すると。何もこれは解決方

法はない、もう破産手続、これはもうそのとおり

になろうかと思います。

だからどうすればいいのかということになるの

ですけれども、今後はこういうことに対してどの

ような対策を考えておられるのか。さきの11月

27日においては、履行保証を組ませることが考え

られないかと。総務部長は、いろいろ調査して報

告いたしますと、このような答弁をなされておる

わけでございます。そこで総務部長から、その後

の調査について、どういう進展があったのかどう

いう検討がなされてきたのかもあわせてお伺いい

たします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 指定管理者制度について

の疑義というふうなことのお尋ねであったわけで

ございますけれども、今般のような事態というの

は当然想定外というふうなことでございました。

これをもってすべての指定管理者制度がよくない

ということにはならないのではないかなというふ

うに考えているところでございます。しからばこ

ういう事態をどのように未然に防止するのかとい

うことでございますが、これは先般の議会におき

ましても、履行保険あるいは保証金というふうな

ことでのお尋ねがあったわけでございますので、

。 、 、いろいろ検討はしてございます ただ 履行保険

これを義務づけるというふうな場合におきまして

も、いろいろと問題がございます。というのは、

新規の団体、実績のない団体、そういう団体につ

きましては保険会社が対応しないというふうなこ

とがまず問題の１点目として考えられます。そう

いうふうになりますと、新たに新規参入するとい

う道をふさぐというふうなこともございます。

それから、履行保険料そのものが団体の財務体

質によって保険料が変わるという、そういう状況

もあるようでございます。そういうことで、保険

料は指定管理団体持ちと、やっている自治体は非

常に少ないのでございますが、これを導入してい

る自治体につきましては、この保険料そのものは

もう指定団体持ちというふうなことにしていると

いう形のものが多くなっているというふうなこと

でございます。

しからば保証金というふうなこともあるわけ
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で、指定管理料の４カ月分、３カ月分、１カ月分

というふうにいろいろやっているところについて

はまちまちでございますけれども、これを徴して

いるからといって、このような事態が生じたとき

に、すべてのいわゆる損害金の保証にはならない

。 、というふうなこともございます そういうことで

当面今般のような指定管理団体の代表が変更にな

ったり、あるいは大幅な役員交代、あるいは組織

の改正、こういうふうなことがあった場合には、

事前に届けていただいて、改めて指定管理者選定

委員会で審議をして、引き続き指定管理団体とし

て認めていける団体なのかどうかというふうなこ

とを審査する。

団体の経理状況についても、これまでもやって

きているということはありますものの、もっと綿

密に定期的にやっていくというふうなこと、ある

いは抜き打ちで実施するというふうなことも加味

していくというふうなこと。

それから、指定管理料、これもできれば四半期

ごとに支払うようにしたい。できるならば１カ月

ごとというふうなこと、できるだけ小分けに支払

いをするというふうなことも考えたい。それは、

指定管理団体によって、いわゆる管理するものが

何であるかということによって相当違ってくる。

１カ月ごとにできるものもありますし、あるいは

２回ぐらいにしなければいけないというふうなこ

ともあろうかと思います。それぞれのケース・バ

イ・ケースでこれは考えなければいけないという

ことがございます。そういうふうなことで、保証

金あるいは履行保険も含めまして、なおもう少し

検討をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（新谷 功） 総務部長の答弁、いささか歯

切れが悪いと。その事情もわからないわけではな

いのです。しかし、少しでもリスクが考えられる

ことであれば、それに早急に対応しなければなら

ないのではないかなと。履行保証の件は、どうだ

こうだと言っているけれども、すべて今はそうい

うリスクが伴われる、あるいは考えられることに

関しましては、そういう制度を用いているわけで

しょう。だから、これは、部長、早急に調べて、

きょうはもう２月の末でありますから、保険会社

から聞いた云々ということですけれども、私はこ

の点についてはこの辺でおさめておきたいと思う

のです。

いろいろ内部チェック、あるいは指定管理料の

支払いをこうしたい、ああしたいと、今後につい

ては。それも大事なのですけれども、こういう事

例は、はっきり言ってある日突然起きる可能性が

大なのです 「私は倒産する」と３カ月前から言。

う人はだれもいない。いわゆるこれは事務方の答

弁で、私はそれに対してもうこれ以上深く言わな

、 。いけれども 今の事例は全く氷山の一角なのです

これはすべてに言えることなのです。だから我々

も、市の業務発注のことに対しては、保証人ある

いは履行保証、すべてつけているわけです。これ

は指定管理だから違うとか、そうでなくして、こ

れは早急に取り組むべきことではないかと思いま

すけれども、部長、もう一度その点についてお答

えしてください。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 先ほど申し上げましたよ

うに、履行保証保険につきましては、いろいろ制

約もあるということもございますので、早急にと

いうことは当然あるわけでございますけれども、

これもひっくるめまして、リスク回避に努めてま

いりたいというふうに思っております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（新谷 功） まずは、ありがとうございま
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す。

防止策としては、今まで以上に指定管理料の支

払い、あるいはチェックも短くして、再三そうい

う調査に入ると、こういうことですけれども、そ

れらのことも行いつつ、例えば履行保証がなじま

ないのであれば、そうすれば何がなじむのか等々

研究すべきでないのかなと、このように私は思い

ますので、どうぞその点についてご検討をしてい

ただければと、このように思います。

以上で質疑を終わります。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 18番（ ） 。

山本留義議員。

〇18番（山本留義） 農事組合法人みなみ農園開発

、 、ですけれども 当初これを指定管理にしたときに

なかなか受け皿がないという話を聞いて、そうい

う話の中で、どういうことなのか、この法人をつ

くってこういうふうにしたのですけれども、その

結果940万円余りの損害を市に与えたということ

であります。

、 、１つ私聞きたいのですけれども この約３年間

指定管理料を払って管理してもらった。市のほう

では、指定管理する前の経費と指定管理経費と対

比して、どのくらい、その牧場管理を市でやって

いたときとの差があったのか、もしわかっていれ

ば。今940万円の損害を受けたのですけれども、

市でやっていれば幾らかかると、そういうことも

含めて。

市民の方は、今本当に指定管理について、こう

いうことがあれば困るという形で話が出ているの

です。私どももその部分を聞かれる部分もあるの

です。市で直営していた場合にはどれぐらいかか

って、指定管理してどのくらいかかった。そうい

う形で、では指定管理してこういう効果があった

ということも含めて。例えばこれを回収できない

とすれば、私どもは市民に対してそういうご説明

もしなければならないと思うので、そういうこと

がわかっていたら教えていただきたいと思いま

す。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず指定管理制度導入に

当たりましては、これまでの市で直営してきた積

算、それから実際にそれに費やした実績等を踏ま

えて新たなもので積算をいたしてございます。そ

の場合の効果ですが、職員の担当人件費分相当が

節減効果として上げられたと当時答弁したような

記憶がございます。現在ここに具体的な数値は持

ち合わせてございませんので、明確な答弁はでき

ないわけでございますが、そういったことで、当

時市の職員が2.5人から３人ぐらい携わってござ

いましたので、その部分の一部を指定管理料に含

めた形で積算してございますが、職員の人件費相

当分が節減されたものと考えてございます。

〇議長（村中徹也） 18番。

〇18番（山本留義） 実は今回の議案にも指定管理

者の指定が上がっているのです。私はきょうこの

行政報告がなければこういう質疑をしなかったの

、 、ですけれども 議案のときしようと思ったのです

通告して。

こういうのは、部長、本当にそういう危機感が

あるのであれば、こういう行政報告をするのであ

れば、やはりそういうものも、３年間指定管理す

ることによってどのぐらい今までより経費が下が

ったのだと、そういうことをやはり考えておくべ

きだと私は思うのです。そういう意味で、本当に

破産宣告してこういう形で取れないということ

は、これは法律のもとでそういうふうになってい

るので。ただ、940万円超の損害を市が受けたと

すれば、実際市で運営していればこうだったのだ

よと。そういう形の中でも私どもは市民に対して

それなりの説明をしながら理解を求めるのです。

今のご答弁聞いて、まだ人件費分、もちろん指定

管理は民間の英知を結集してやらせると、そして
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また経費も節減するのだという大きな２つの目標

があってやっているわけですけれども、その辺の

考えを部長、できればこういう場に臨んである程

度話しできるようなことをしていただきたいなと

思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 山本議員のご指摘、まこと

だと、そのとおりだと思います。

今経済部長から答弁を申し上げました職員の部

分、2.5人から３人というふうな部分、これは指

定管理をすることによって専門職、そこでのまた

雇用も発生する。そして職員がまた本来の、本来

というような言葉ではないのですけれども、市の

要するに内部的な仕事に集中できるという部分で

のローコストのオペレーションがこれはできると

いうふうな形で見ることができるのではないか

と。しかしながら、それはそれとしても、九百数

十万円のこの部分については、決してそれが効果

としてあったとしても、それは我々にとっては見

逃すことはできない事案であるというふうにこれ

からも取り組んでいきたいと、こういうふうに思

います。

その経費の削減の部分でちょっと全体のお話を

させていただきますけれども、平成18年度、平成

19年度、平成20年度、これで経費の削減が２億

2,000万円程度というふうな形の指定管理を行う

ことによって経費の効果が出ている、財源効果が

出ているという、これはみなみ農園開発ではなく

て、全体の指定管理制度の取り組みの中で、その

程度の経費削減ができているというふうなことを

申し添えさせていただきます。

〇議長（村中徹也） 18番。

〇18番（山本留義） この件は、きょうはこの辺で

とめておきます。私もこの件に関して、牛を扱っ

ている農家からいろいろな話を聞いていましたの

で、議案質疑のときにもう一度話ししますけれど

も、そのときまでには、その法人の３年間の対比

が大体できたら調べておいてほしいなと思いま

す。

終わります。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 17番（ ） 。

白井二郎議員。

〇17番（白井二郎） 指定取り消し後の対応につい

てでありますが、ちょっとこの報告、私は不満で

ございます。なぜなら、法人の資産の状況から回

収は困難と。これは、向こうのほうの弁護士が言

うことだと思います。そして、市民に対して信頼

を大きく失墜したと、役所が行政として市民に信

用をなくしたと私は理解するけれども、そしてな

おかつ責任の追及等についても検討いたしますと

、 。あるわけで これはちょっとおかしいと思います

検討してまいりたいというのでなく、検討すべき

ではないですか。悪いことをしたのは向こうなの

です。それを検討するということは、ちょっと私

は市民に対する認識不足だと理解するわけです。

、 、というのは こういう指定管理者でもそうですし

何でもそうなのですが、やはり悪いことをしたら

行政はきちんとやりますよということを市民に対

して大きな声で言わなければならない。この文書

を見れば、何か後下がりな文書なわけです、報告

なわけです。その辺をどのように考えているので

しょうか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） これは、後ずさり的な表現

と白井議員とらえられ、そう思ってのご発言だと

思いますけれども、決して私はそういうふうに思

っておりません。しっかりとこれは今顧問弁護士

とも相談をし、さまざまな各関係機関とも問い合

わせをしたり、そうやって回収ができるのかどう

か、回収するための手法、そしてまた刑事的な責

任もあろうと思います。そういうふうなところを

るる検討しているところであります。しっかりと



- 18 -

今そのスキームをつくっているところでありま

す。そういうふうなことで責任の追及等について

も検討してまいりたいと。検討をしているし、そ

ういうふうなところでご理解をいただきたいと、

こう思います。

〇議長（村中徹也） 17番。

〇17番（白井二郎） 私は、文書ですから、きちん

と書いてほしい、理解のできるように。重ねて申

し上げますが、これを読みますと、やはり何とな

く役所が強気に出ないという認識もありますの

で、今後はこういう報告、こういう事案がありま

したら強い文書で、相手にも市民にもわかるよう

な報告をしてもらいたいと思います。よろしくお

願い申し上げます。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。５

番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） ２点ほどお願いいたします。

まず、これは指定取り消し後の対応ということ

で、例えば何回かその法人と接触をしていろいろ

中身を聞き取りしてこういうふうになったとい

う、そういう報告ではないような感じをいたしま

したので、そこのところをどういうふうな接触が

取り消し後に行われていたのかというのをお聞き

したいと思います。この報告だと、何もそういう

のがなくて、ただ期限が来て支払いがなされてい

なかったから、それでまた請求を出したと。ただ

書面でのやりとりだけの対応で終わったのかどう

かというのをちょっとお聞きしたいと思います。

それと、あとその法人が2,430万円の債務を負

っているというのは、１月19日付の現状だと思う

のですが、この2,430万円の、このように膨れ上

がったその経過というのがわかるのであれば教え

てもらいたいと思います。例えば平成21年度でい

きなり膨れ上がったのか、それとも前からあった

のかというのを含めて教えてもらえればというふ

うに思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず１点目の法人との接

触でございますが、これは代表理事と直接お会い

しまして、支払い等の協議をしてまいっておりま

す。ただ単に文書を提出して終わりということで

はございません。数回にわたって接触してござい

ます。

それから、2,430万円の債務でございますが、

これは当該法人が依頼してあります弁護士から出

された数値でございます。この中には当然市の損

害金等が入っているわけで、それ以外にも資材等

の未払い部分等も含まれているものと思われます

が、市のほうではその具体的内容までは把握して

ございません。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 2,430万円の具体的中身を把

握していないというところがちょっと残念なので

すが、というのは、この対応で数回法人と話し合

っているということを考えるならば、当然そうい

うところまでいろいろ話し合うのが普通ではない

かなと私は思うのです。そして、例えば理事が

900万円を着服したと。その着服は何に使ったの

か、そういうところも当然法人と会う中で、具体

的にこっちは聞く権利があるわけですから、そこ

ら辺は聞き取っていて当たり前だと思うのです。

それについてどうしたのかと。そこのところを当

然把握する義務はこっちはあるわけだし、それを

どういうふうに法人は対応したのかというところ

を、そこのところを聞き取りとか、捜査とか言っ

ていますけれども、そこまで大げさに言わないま

でも、やはり話し合いの中でそういう原因という

のをしっかりこっちは聞き取る、そういう責任が

あるのかなと思うので、何に使ったのか、その理

事に対してどういうふうに対応しているのか、そ

ういうのをもし数回法人と会って聞き取りとかし

ているのであればお聞きしたいと思います。
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やはりこの2,430万円に膨れ上がった経過を知

らないというのは、本当に回収する気があるのか

なというふうに逆に思うのです これは 平成20年。 、

度も指定管理しておりますので、その平成20年度

についても年間の収入支出の経理報告ですか、そ

ういうのは出されていると思います。当然そこの

ところでは、それはプラ・マイ・ゼロになってい

たのかどうかまで、再度そこをお聞きしたいので

すが、そこのところではどうだったのかというこ

ともお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 当該法人は総額約2,430万

円の債務というふうなことでございます。市とし

てその2,430万円に総額としてどれだけあるかと

、 。いうふうなことは 担当部長からお話をさせます

それから、代表理事と会って、この金額、九百

何十万どこに使ったのか、そしてまたその当該理

事、この部分について、お会いして、うちのほう

で、担当部のほうで、担当課のほうでお会いして

さまざま聞くというふうなこと、この部分につい

ては捜査権の部分もあるのではないかなと。捜査

権というふうなのは、やはり警察の中での刑事事

件としてのとらえ方もありますので、私たちはそ

ういうふうなものも視野に入れなければいけない

と。そういうふうなことで、さまざまな部分で検

討を重ねているということでございます。

回収する気はあるのか。できるだけ回収したい

と。どれだけの金額かはわかりません。しかし、

当該法人は資産としてもほとんどないようなこと

も聞いておりますし、できるだけ回収して、今後

こういうふうなことのないような手だてを我々は

とっていきたいと、このように思っております。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 補足で説明させていただ

きます。

市の債務につきましては、返還金、先ほども他

の議員の方々にご説明してございますが、返還金

が817万4,000円、違約金123万3,000円、税が８万

7,100円、この合計額がその2,430万円の中に市の

債務として含まれているということでございま

す。

、 、それから この額はまだ確定した額ではなくて

当該弁護士のほうから債権の届け出を各関係する

ところに求めてございますので、それによって総

額が幾らなのかが決定されるものと思われます。

それから、責任の追及につきましては、警察の

ほうとも相談をしてございますので、ただその状

況については、今後のさまざまな対応が考えられ

ますことから、詳細についてのご回答はこの場で

はご了解いただきたいと存じます。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 2,430万円と、この総額が

報告の中で出ておりますけれども、ただいまの部

長の答弁のように、この当該法人の債務、これは

2,430万円に固定するものではありません。私も

ちっぽけな商売しておりますけれども、私事で申

しわけございませんけれども、破産を宣告すると

弁護士から取引先に債権額幾らですかと、こうい

うふうなものがまず通知として来ます。そして、

それを積み上げる、そしてその結果ではまだあり

ません。これからまだふえてくる可能性もあるわ

けです、取引先の中で。ですから、この2,430万

円はこの時点での債務の残高というふうなことに

なりますので、その点はご理解をしていただきた

いと、このように思います。この中にむつ市とし

ての債務九百数十万があると。先ほど具体的な金

額でお示しをさせていただきましたトータルの金

額があるということでご理解をしていただきま

す。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番 横垣成年 その2,430万円の中で市は940万（ ）

円ぐらいであります。ここのところ、事務的なも
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のでちょっと細かいことを聞くのですが、その債

権について優先順位、そういう意味では例えば市

のほうはどういう形になるのかというのをちょっ

と確認させていただきます。

それともう一点が、10月末の臨時会で市長は、

私財をなげうってまでもこの着服した金額は補て

んするような、菊池代表理事さんでしたか、そう

いう発言もしておりましたので、この文書では法

人の資産の状況から回収は困難という法人の部分

しか書いていない。そこの私財の部分まではどう

いう形で調査をしているのか、そこのところをお

聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 順位につきましては、これ

が裁判所の中で、裁判所の決定に従って破産宣告

がなされると、その中で判断をされるものという

ふうに思います。

私財をなげうってと。当時そのようなお話を聞

いておりました。しかしながら、その部分につい

てはその後お話がありません。ただ、法人として

の対応になると。我々は、法人と契約をしている

、 、わけですので その法人を構成する理事との関係

因果関係、こういうふうなものはさまざまな今の

弁護士との相談の中で話を進めているということ

にとどめさせていただきます。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。２

番新谷泰造議員。

〇２番（新谷泰造） まず、2,430万円の債務とい

うのは、これはみなみ農園開発の債務整理につい

て委任を受けた弁護士からのものでありますか

ら、みなみ農園開発の理事長とかが言った債務で

、 、あって その中に必ずしも市の債務が入っている

届けていたというのは理事から聞いているのです

か。聞いていなければ、必ずしもこの2,430万円

の中に入っているとは限らないと思うのですが、

そのところが第１点。

、 、第２点として 指定管理返還金は12月11日付で

それから違約金については12月18日付をもってそ

れぞれ督促状を出したと言っておりますけれど

も、なぜこの督促状の日にちが違っているのか。

第３点といたしましては、普通本件のような場

合には、結局理事もほとんど資産がないと、それ

からみなみ農園開発についてもほとんど資産がな

。 、 、いと そうすれば 弁護士には相談するけれども

ほとんど依頼しないという形でやるのですけれど

、 。も この件については弁護士に依頼しているのか

その３点についてお願いいたします。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず１点目の市の債権に

つきましては、この届け出を出してございます。

、 、それから ２点目の日付の違いでございますが

これは規則に基づきまして、違約金、それから返

還金それぞれ月日が異なるものでございます。

それから、３点目は、弁護士さんに相談してい

るということでございます。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（新谷泰造） ですから、この2,430万円に

ついて、市が届けたのは１月19日以降なのでしょ

う。違いますか。１月19日以降に債権届け出した

という趣旨ではないですか。この2,430万円とい

、 。 、うのは 債権届け出する前の額ですよね それで

今弁護士に相談しているというのは、では委任し

ていないという形で相談分だけ支払っているとい

う形でよろしいですか。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） １月19日付で受任通知書

が出されておりまして、その中で市の債権の届け

、 、出が求められてございましたので 市では返還金

違約金及び税の部分が債権として存在するという

届け出をしてございます。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（新谷泰造） この税金については破産法で
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は免責されませんから、みなみ農園開発に資産が

ある限り取れるのですけれども、だから１月19日

に出しているのだから、これ19日の前に来ている

わけでしょう、この2,430万円というのは。みな

み農園開発の理事の方が弁護士のところに行っ

て、恐らく推測するところ、2,430万円というの

は資材費の可能性があるのです。だから、逆に言

、 、いますと 市のほうはまだ確定していませんから

みなみ農園開発の理事のほうは、請求されても、

これは私の債務でないという形で弁護士に言って

いない可能性があるから、恐らくこの2,430万円

の中には、まだ市への債務が入っていないという

可能性があるので、だから交渉中に理事から市へ

の債務も弁護士に届けたという確認をとっている

のかということを聞いているのです。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 理事からは、確認はとっ

てございませんが、市の債権がこのようにあると

いうことを弁護士のほうに届け出してございま

す。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次は、公害対策に関する報告の部分に対し、質

疑ありませんか。18番山本留義議員。

〇18番（山本留義） 報告書の公害状況について、

現在まで公害の発生はないということで報告書が

ありました 私どもの地域 浜奥内で 去年の11月。 、 、

ころから季節風によって、韓国とか向こうのほう

から漂流物が流れていまして、12月だったと思う

のですけれども、危険な液体入りポリタンクとハ

ングル語で書かれた硫化水素とか酸性が強いもの

が流れて、私どもの地域というのは、例えばしけ

ればナマコとか魚とか海岸に寄って、そこに拾い

に行くのです。結局そのほとんどが高齢者が行っ

て拾うものだから、何かに使うのにいいやと、こ

ういう形で持ってくる人もあるのです。私の地域

にもそういう人が、見つけた人があって、私も何

回か見たのですけれども、そういう危険なものを

、 、知らしめていったほうが 市民が心配になるから

そういうことで載せないのか、その辺市のほうに

届いていませんか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） この海洋のポリタンクの件

でありますけれども、これは県からも報告があり

まして、また市政だよりを通じて市民の皆様方、

そしてまたエフエムアジュールを通してＰＲをさ

せて、漂着したら危険物が入っている可能性があ

る、また異臭を放つものもあるというふうなこと

でお知らせを進めさせていただいております。

ただ、公害報告というふうなことでございます

ので、害があったかないかというふうな判断の中

での公害報告の中には入らなかったということで

ご理解をしていただきたい。しかしながら、おそ

れのあるものについては、適宜素早く市民の皆様

方にお知らせをする手だてをとっているところで

ご理解をいただきたいと、このように思います。

〇議長（村中徹也） 18番。

〇18番（山本留義） 市長の答弁、理解するのです

けれども、私はごみとかそれだけが公害という形

とは思っていません。特に私どもの地域というの

は、この季節、季節風が吹けば、いろいろなもの

が漂着して、本当に海がすごく大変なごみで、地

元の人たちも年に２回ぐらいそういう清掃作業を

しながら協力しているのですけれども、なかなか

追いつかないと。しかしながら、県においても、

市においても、財政が厳しいものだから、そうい

う予算を立てて、撤去するのはなかなか全国的に

も困難だという形の中で新聞で取り上げておりま

した。

特に私が先ほど高齢者の方がと言いました。本

当になかなか有線なんかの設備でも聞こえないう
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ちがある。そしてまた、市政だよりをなかなか読

めない人もいるのです。だからそういう意味にお

いて、そういう危険な集落には町内会を通して啓

蒙をしていただければなと、そういう思いがあり

ますので、その辺の検討方をお願いして終わりま

す。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） ポリタンク、冬になりま

すとというか、全国的なところでかなりの数が上

がったということで、私もテレビ、新聞で、これ

についてはびっくりしたというところがあります

けれども、今硫化水素云々という、それはそうか

と思います。刺激臭という形ですけれども、大畑

地区、また今議員が指摘している浜奥内地区に上

がると。市長が先ほど答弁したように、広報を通

じてお知らせはしてあるのですけれども、地域住

民に密着した部分においては、今議員からご意見

ありましたので、十分そこを踏まえながらやって

いきたいなと、こう思っています。

〇議長（村中徹也） ここで、午前11時45分まで暫

時休憩いたします。

午前１１時３３分 休憩

午前１１時４５分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

引き続き公害対策に関する報告の部分に対し、

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次に、報告以外の公害対策に関することについ

て質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次は、放射性廃棄物保管施設における安全対策

に関する報告に対し、質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次に、報告以外の放射性廃棄物保管施設におけ

る安全対策に関することについて質疑ありません

か。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

、 、次は 交通問題対策に関する報告の部分に対し

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次に、報告以外の交通問題対策に関することに

ついて質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

日程第４ 市長施政方針◎

〇議長（村中徹也） 次は、日程第４ 市長施政方

針を行います。

市長から施政方針の説明を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） むつ市議会第203回定例会

の開会に当たり、平成22年度の市政運営に臨む所

信を申し述べ、議員各位及び市民の皆様のご理解

とご協力をお願いする次第であります。

初めに

昨年、平成21年は、市制施行50周年・合併５周

年に伴う多彩な記念事業や新庁舎への移転などが

ふくそうする中で、国政次元においては、政権交

代という時代を画する大変革が現実化するなど、

内外ともに何かと慌ただしい年回りでありまし

た。

懸案事業でありました新庁舎移転事業の成就に
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達成感を覚えると同時に、当市の節目の年に、新

たな政治のパラダイムに地方政治が置かれること

となったことに、時代の潮流といったものを感じ

つつ、政策の軌道修正による地方自治体への影響

を懸念する気持ちからある種、戦慄にも似た緊張

感に包まれたところでもあります。

国は、平成22年度予算を「命を守る予算」と命

名し、公共事業頼みや行き過ぎた市場原理主義で

はなしに、知恵を使って新たな雇用・需要を生み

出す「第三の道」を進むとしております。

また、当面の経済、財政運営の最大の課題は、

財政規律を維持しながら、日本経済を確かな回復

軌道に乗せることだともしております。

一方、地方財政対策においては、地域経済の疲

弊は極限に達しているとの認識のもと、地方交付

税が増額される見通しにあります。

この国の基本姿勢に対しましては、地域のこと

は地域が決めるという「地域主権」の理念に基づ

く第一歩であると、一定の評価をし今後に期待を

寄せるものでありますが、その一方で、子ども手

当に係る地方負担のあり方については、制度設計

に係る本格的議論が平成22年度に先送りされたと

ころであります。

このことから、第一線で住民生活や地域経済を

支える地方自治体といたしましては、国と地方の

協議の場が法律で設置される方向にあるとはいう

ものの、真正な地域主権の確立に向けて、結束し

て議論の深化に努めていかなければなりません。

さて、昨年末には、国における中長期的な経済

成長の姿を描いた「新成長戦略」の基本方針が示

され、これからおおむね半年をかけて具体的施策

等を盛り込んだ工程表を策定するとのことであり

ますが、今後10年間のＧＤＰ平均成長率の数値目

標が名目3.0％超、実質で2.0％超とされ、デフレ

経済からの脱却を目指す姿勢が色濃く打ち出され

たところであります。

また、この中で 「人間のための経済」という、

理念のもと、先ほども触れましたが、新たな需要

創出で雇用を生み出すという需要サイド、すなわ

ち、国民生活サイドに立ち、その向上に主眼を置

「 」 、「 」く経済戦略が 第三の道 であり 新成長戦略

の本旨であるとしております。

人間が幸福になるための経済社会構造とはどう

あればよいのか、成長のあり方と方向性が問われ

ているところでもあり、地方行政にとりましても

考えさせられる命題として今後の議論の行方を見

守っていく必要があります。

したがいまして、国の内需主導型への転換の具

体的道筋は、これからとなりますことから、基礎

自治体としての当むつ市においては、なお一層の

自助努力が必要となってまいりますとともに、当

面は国の施策に的確に呼応しながら地域経済の下

支えをてことして、地域活力を引き出し 「地域、

力」を高めることが重要となってまいります。

「地域力」を高めるということは、何も経済的

側面だけに限った話ではありません。地域の人と

人との連帯力、つまり地域の人同士が社会的な責

任意識を共有し合い、信頼の輪で結ばれ、コミュ

ニティを支えていく、そのための力をはぐくんで

いくという側面も含んでいなければなりません。

そのうえで、行政と市民がよりよきパートナーシ

ップを築きながら、手を携えて地域の諸問題を解

決し、地域の福祉の増進につなげていくことが今

後の地方行政を進めるうえでのかぎとなってまい

ります。いわゆる「市民協働・参画による自治」

の実現であります。

これらが行政の力と相乗的に作用し合い、地域

の総合力として形成されるならば、真に自立した

自治体経営に大きく近づくこととなるものであり

ます。

そのことに着眼し、私は、これまで徐々にでは

ありますが、市民ボランティアなどといった形で
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具体的な取り組みを緒につけているところであ

り、その輪が広がる兆しが実感できつつあるとこ

ろであります。

そのためのよりどころとなります「むつ市行政

改革大綱」について、先ほど行政報告をいたした

ところでありますが、今後これに沿って、まちづ

くり理念や行政運営体制に係るあるべき仕掛けや

仕組みづくり等具体化を図っていく考えにありま

す。

これらのことを念頭に置きながら、むつ市のネ

クスト50に向けたまちづくり、とりわけ子供たち

や若い世代には未来への夢、希望を抱かせ、進歩

や挑戦への意欲をかき立たせるとともに、お年寄

りには安らぎを感じさせる、そして、いつもどこ

かで明るい声が響き合う、そのようなまちづくり

に思いをはせながら、新たな組織体制のもとで未

来への扉を市民の皆様とともに開け、ともに歩ん

でいく行政運営を心がけてまいりたいと考える次

第であります。

予算編成

次に、平成22年度の予算編成についてでありま

す。我が国の経済は、米国発の金融危機に端を発

した世界同時不況の影響を強く受け、景気の低迷

からなかなか抜け出せない状況が続いておりま

す。

累次にわたる緊急経済対策やアジアを初めとし

た海外経済の改善などにより、景気が持ち直しの

方向に向かうことが期待されるものの、雇用情勢

は依然として厳しく、海外景気の下振れや金融資

本市場の変動の影響などによっては、さらなる景

気の後退や不況の長期化が懸念されるところであ

ります。

国においては、政権の交代により平成22年度予

算の全面的な組み替えが行われ 「国民生活が第、

一 「コンクリートから人へ」などの基本理念」、

のもと、公共事業削減の方針を打ち出す一方で、

子ども手当の創設や生活保護の母子加算の復活、

児童扶養手当の父子家庭への支給拡大等の政策が

とられ、地方公共団体の社会保障費の伸びをさら

に押し上げるところとなりました。

また、景気後退による国税の減収により地方交

付税の原資に不足が見込まれることから、三位一

体の改革等で疲弊した地方財政への配慮ともあわ

せ、臨時財政対策債を加えた地方交付税の総額が

確保される見込みとなったところであります。

今回は、見送りされました自動車関連諸税の暫

定税率廃止の議論の行方や大幅な国債の増発が今

後の地方財政に与える影響など、今後も動向をし

っかりと注視していく必要があります。

当市の財政状況についてでありますが、合併直

後の平成17年度決算で赤字再建団体転落ラインに

迫る約24億9,000万円の赤字額となって以来、議

員各位を初め市民の皆様のご理解とご協力により

さまざまな行財政改革に取り組むことなどで、平

成20年度末における累積赤字額が約14億6,000万

円とピーク時から約10億円の赤字を縮減させるこ

とができました。

脇野沢地区における不法投棄廃棄物の撤去や公

立病院改革プランに基づく川内、大畑及び脇野沢

診療所が抱える不良債務解消への負担等の課題を

抱え、まだ道半ばではありますものの、着実に財

政の健全化が図られてきているところでありま

す。

また、今冬の大雪で除排雪対策に多額の経費を

要することとなりましたが、国の緊急経済対策等

に伴う交付金の効果的活用や一層の内部経費節減

等により、財政健全化の目標の達成に努力を傾注

してまいる所存であります。

平成22年度の予算編成は、景気悪化による個人

市民税の落ち込みが見込まれる中、障害福祉サー

ビス事業費、子ども手当及び生活保護費等の社会

保障費並びに下北医療センターや下北地域広域行
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政事務組合に対する負担金等、経常的経費が大き

な伸びを見せており、臨時財政対策債を含めた地

方交付税の増額を見込んだほか、職員数の削減や

特別職の給与削減の継続、遊休資産売却等の対策

を講じることで、財源の確保を図ったところであ

ります。

新年度はネクスト50に向けて新たな一歩を踏み

出す年度と位置づけ、財政調整基金への積み立て

により「守り」の部分をしっかりと担保しながら

も、未来へつながる息吹となるよう「攻め」の部

分に厚みをつけることにも意を用い、施策の一つ

一つに魂を込めながら各般に配したものでありま

す。

この結果、平成22年度むつ市一般会計予算の総

額は339億5,000万円と 今年度に比べ18億9,200万、

円、率にして5.9％の増として編成したものであ

ります。

主要施策

続いて、新年度予算の主要な事業について、そ

の概要をご説明申し上げます。

主要事業については、むつ市長期総合計画でお

示ししております３つの基本方針と施策項目に沿

ってご説明いたしたいと存じます。

初めに 「地域の個性を活かした特色あるまち、

づくり」についてであります。

まず 「観光の振興」についてでありますが、、

今年12月に東北新幹線が全線開業し、県内の高速

交通体系も新たな時代を迎えることとなります。

これをむつ市はもとより、下北地域全体の活性化

につなげる好機ととらえ、周遊型広域観光及び第

１次産業とも連携した滞在型観光の推進につなげ

るため、観光ルートバスの運行や観光案内人の育

成等の受け入れ基盤づくりに取り組む一方、文化

資産等さまざまな観光資源の発掘、活用や開発、

さらには当地域の魅力発信に鋭意取り組んでまい

ります。

次に 「特色ある地域産業の育成」では、当市、

の基幹産業であります農林漁業の振興に向けた戦

略的な調査・研究及び食の安全・安心に対応した

農林水産物の生産性向上対策に引き続き取り組ん

でまいります。

戦略性を持った販路の拡大、ひいては農林漁業

者の所得向上のためには、まず良質な生産物を安

定供給できる生産基盤の充実が必要不可欠であり

ますことから 漁業においては 市場性の高い ア、 、 「

カガイ」の増殖に係る漁場管理と担い手育成への

支援を新たに実施し、ホタテ、ナマコに続くブラ

ンド化を目指してまいります。また、関根漁港を

初めとした各漁港整備も継続して実施してまいり

ます。

一方、農業においては、ワイン用ブドウ並びに

市場性の高い一球入魂かぼちゃや夏秋イチゴの作

付面積拡大等への支援を行い、生産性の向上と付

加価値の拡大を図るとともに、地域の特性を生か

し、安定的に収量等が期待される作物の可能性を

探る第一歩として、他に先駆けて新しい作物の栽

培検証にもチャレンジしてまいります。

また、生産物の販路拡大については、今年度結

成いたしました元気むつ市応援隊と連携したトッ

プセールスの展開や、地産地消運動協力店の拡大

を図るためのイベント開催等を通じて「攻めの姿

勢」を一層推進するほか、新たにむつ下北ユビキ

タスネットワーク構築事業により地域ポータルサ

イトを立ち上げ、生産者と消費者とを結びつけた

買い物の便宜向上を図るなど全国に「むつ市のう

まいは日本一！」を発信し、農林漁業を初め関連

産業の収益性向上につなげてまいります。

さらに、農商工連携の促進のため、商品開発、

宣伝、販売促進活動等に取り組む団体への支援に

ついても実施してまいります。

雇用の創出は、むつ下北地域最大の課題であり

ますが、エネルギー関連施設の集積という当地域
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の優位性を生かした雇用の創出と拡大に向け、地

元企業の技術力向上や就労につながる資格取得の

ため第二種放射線取扱主任者受験対策講習会等の

各種研修会の開催を支援するほか、地元企業とエ

ネルギー関連事業者とのマッチングの機会を設け

るなど雇用の創出に取り組んでまいります。

また、緊急雇用対策については、国の制度であ

る「緊急雇用創出対策事業 「ふるさと雇用再」、

生特別基金事業 「地域人材育成事業」の活用」、

を図るとともに 「市単独の雇用対策事業」もあ、

わせて実施し、雇用の確保に全力で取り組んでま

いります。

次に 「豊かな環境の創造」では、恵まれた自、

然環境の保全に努めるとともに、循環型環境社会

の実現に向けた地域整備を進めてまいります。

循環型環境社会の創造については、下水道は居

住環境の改善や公共用水域の水質保全には不可欠

なものでありますことから、今後とも公共下水道

による面的整備に加え、合併処理浄化槽の整備促

進を図ってまいります。

平成22年４月１日施行の「エネルギーの使用の

合理化に関する法律 、いわゆる「省エネ法」の」

改正を踏まえて、一部の公共施設にペレットスト

ーブを導入するなど、市役所自らもエネルギー使

用の合理化による温室効果ガスの排出抑制に取り

組み、一層の地球温暖化対策の推進に努めてまい

ります。

自然環境の保全については、計画的な保育・造

林事業やブナ、ヒバ林等の植林など効果的な森林

施業を進めるとともに、農作物への被害が深刻化

している天然記念物ニホンザルの適正な保護管理

の方法や共存に向けた施策について、関係機関等

を交えて引き続き対策を講じてまいります。

また、田名部川周辺環境整備事業に係る造成工

事、大湊港エコ・コースト事業等を実施し、市民

が憩える水辺環境の保全に努めてまいります。

住環境の整備については、市営住宅緑町団地建

設事業を継続して実施するとともに、地域住宅交

付金事業により「公営住宅等長寿命化計画」の策

定や地上デジタル放送への完全移行化に備えて市

営住宅受信施設の改修等を実施してまいります。

老朽化している公園のフェンスについても計画

、 、的に改修し 効果的な維持管理に努めるとともに

安全な施設の提供を図ってまいります。

計画的な土地利用の推進については、今年度に

策定されます都市計画マスタープランとの整合性

も図りながら、計画的な土地利用の推進に努めて

まいります。

続いて 「市民参加による一体的な新しいまち、

づくり」についてであります。

まず 「一体的な地域の形成」についてであり、

ますが、道路基盤の整備については、市道等維持

事業として簡易舗装及び側溝整備を促進するほ

か、大湊地区坂道対策として通称川守坂の市道連

絡７号線、市道西ノ平線の融雪工事及び雪対策を

兼ねた市道安部城１号線、また第三田名部小学校

建設に伴う市道酪農２号線、荒川地区及び市道兎

沢小目名線等の改良舗装工事を実施し、地域の均

衡ある発展と住民福祉の向上を図ってまいりま

す。

次に、公共交通の確保と広域交通ネットワーク

の形成については、昨秋路線廃止されました薬研

・小目名線にかわる新たな公共交通としてデマン

ド型乗合タクシーの運行を行い、高齢者等地域住

民の方々が利用しやすい足の確保を図るほか、下

北地域におけるあらゆる交通モードの効果的な連

携のあり方及び利用者の利便性向上と利用の促進

方策を探るべく公共交通総合連携計画を策定し、

持続可能な公共交通の体制づくりに取り組んでま

いります。

また 下北半島縦貫道路の早期完成 国道279号、 、

及び国道338号の整備促進、国道279号の国直轄移
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管、さらにはＪＲ大湊線の安定的な運行と利便性

の向上に向け、引き続き国・県及び関係方面に対

しての働きかけを強めてまいります。

電子自治体の推進については、これまで未整備

でありました市内周辺地域への光ファイバー通信

網を新たに整備し、インターネットの高速化を主

眼とする光ブロードバンドサービス環境を提供す

ることによって、地域間における情報格差の是正

を図るとともに一体性を高めてまいります。

また、山間部など地上デジタル放送難視聴地区

の解消に向け、国の「地上デジタル難視聴対策補

助事業」の活用を図り、共同受信施設のデジタル

化について支援してまいります。

次に 「市民協働の施策展開」では、市民に開、

かれた市政を推進するため、情報の公開度を高め

るなど、積極的な行政情報の提供に努めてまいり

ます。

「おでかけ市長室 「出前講座 「市長への」、 」、

手紙」については、引き続き工夫を凝らしながら

実施し、寄せられる多くの貴重なご意見を市政運

営の原動力として市民協働のまちづくりにつなげ

てまいるほか、新しい歴史を歩んでいく象徴とし

て、今年度制定いたしましたむつ市の花・木・鳥

と同様、市民のだれもが一体感を共有できる「む

つ市民歌」の制定に向け、市民の皆様のご意見を

いただきながら本格的な検討に着手してまいりま

す。

また、第５次行政改革大綱を基軸として、市民

協働・参画の精神を具現化すべく、計画、実践、

評価等各段階における市民とのかかわりのあり方

を検討し、市民協働・参画の取り組みの体系化を

目指してまいります。

次に 「地域コミュニティの構築」では、町会、

等と連携して、地域コミュニティの活性化を図る

とともに、地域の拠点であります地区集会所の老

朽化にかんがみ、補助金等支援策の強化を図って

まいります。

次に 「新たな行財政システムの構築」では、、

安定した住民福祉を実践する効率的な行政組織機

構としてさらに攻めの行政への転換を目指すべ

く、第５次行政改革大綱のもと、市民の声を政策

に反映させる体制の強化や財務管理の体質強化等

を図るため本庁部局の組織再編を行うとともに、

職員の資質向上と意識改革を促し、少数精鋭によ

る機動的な行政運営を実施してまいります。

また、各地区庁舎を利用される方々への良質な

窓口サービスをより円滑に提供するため、各地区

庁舎と本庁舎のパソコン画面を通じて直接相談が

可能となる「窓口事務支援システム」の効果的な

活用を図り、ワンストップサービスによる市民窓

口サービスの向上を目指すなど、信頼され市民に

優しい市役所づくりを推進してまいります。

続いて 「人が生き生きし安心して暮らせるま、

ちづくり」についてであります。

まず 「保健・医療の充実」についてでありま、

すが、妊娠・出産に係る健康管理の充実や経済的

負担の軽減を図り安心して子供を産み育てられる

よう、引き続き公費負担による健康診査を14回実

、 。 、施し 母体保護の環境整備に取り組みます また

生後４カ月までの乳児のいる全家庭を保健師が訪

問し、個別指導と相談を行う「こんにちは赤ちゃ

ん事業」も引き続き実施してまいります。

地域の中核病院としてその役割を果たしている

むつ総合病院については、診療体制のかなめとな

る医師の確保に努めるとともに、快適な診療環境

実現のため、老朽化しているメンタルヘルス科診

療棟の改築工事に着手する予定にあるほか、適切

な医療サービスの提供と病院経営の健全化に向

け、引き続き支援してまいります。

次に 「福祉の充実」では、住みなれた地域で、

安心して自立した日常生活や社会生活を送ること

ができるよう、外出支援サービス専用車両を更新
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するほか、災害時要援護者避難支援のための総合

計画を策定するとともに、ひとり暮らし高齢者及

び高齢者世帯等の要援護者の方々を対象に、災害

時など万一の際の迅速な救命活動の情報源として

役立つ「救急医療情報キット普及事業」を新たに

、 。実施し 支援のさらなる充実を図ってまいります

また、軽度の病気あるいは病気の回復期にある

児童を対象とする「病児・病後児預り事業」を新

たに実施し、保護者が安心して仕事ができるよう

支援するほか 「ファミリーサポートセンター利、

用助成事業」により、ひとり親家庭や低所得世帯

等の負担軽減と子育て環境の充実を図ってまいり

ます。

次に 「教育の充実」では、まず次代を担う人、

材育成については むつ市教育プランに掲げる 小、 「

中一貫教育」を通して「生きる力と夢をはぐくむ

教育の推進」に継続して努めてまいります。

具体的には、文化、芸術、スポーツで活躍する

子供たちの大会等派遣経費の一部を助成する事業

を実施するほか、国際感覚に触れる機会を提供す

る「むつ市ジュニア大使派遣事業」及び理科、科

学に接する機会を提供し、興味を抱かせる「むつ

市中学生夢はぐくむ体験入学事業」を実施してま

いります。

また、これらの事業の継続的かつ安定的な実施

を図るため 「むつ市子ども夢育成基金」を新た、

に設置し、その財源の造成に努めることとしてお

ります。

さらに、有名スポーツ選手との触れ合い体験を

通じて、心豊かな児童の育成のため、こころのプ

ロジェクト「夢の教室」を開催いたします。

特別な支援を必要とする児童・生徒への取り組

みについては、スクールサポーター２名の増員を

図り特別支援の充実に努めるとともに、携帯電話

やコンピュータを利用した「ネットいじめ」から

「 」児童生徒を守るために サイバーパトロール事業

を新たに実施し、児童生徒の健全育成に努めてま

いります。

教育施設の整備については、第三田名部小学校

及び第一川内小学校の校舎棟を平成22年度中に完

成させ、屋内運動場の実施設計に着手してまいり

ます。また、耐震補強事業については、第一田名

部小学校、第二田名部小学校、大平小学校、関根

小学校、大畑中学校及び脇野沢中学校を実施し、

児童生徒の安全な教育環境の確保に努めてまいり

ます。

社会教育の充実については、今年度、国の重要

文化財の指定を受けました「旧大湊水源地水道施

設」の調査報告書の作成及び本市の大切な宝物と

「 」して保存・活用していくための まちづくり計画

の策定に、国の協力を得ながら取り組んでまいり

ます。

また、市民から要望が多くありました市立図書

館の開館日数の拡大については、図書館奉仕員の

増員によりこれを大幅にふやし、より便利に、気

軽に利用いただける施設とするよう努めてまいり

ます。

スポーツ・レクリエーション活動の充実につい

ては、懸案でありましたむつ運動公園野球場の客

土入れかえとフェンスへの防護マットの設置工事

を行い、安全面に配慮した利用しやすいものとす

るほか、第２種公認継続検定に向け陸上競技場走

路の全面改修等を実施し、市民スポーツ拠点施設

の充実を図ってまいります。

地域間交流の促進については 平成22年度が 斗、 「

南藩士上陸140周年」の節目の年に当たることか

ら、歴史的なきずなで結ばれた姉妹都市、会津若

松市との教育、文化、スポーツ、経済等各分野を

通じた幅広い交流を行いつつ、友好関係をより深

化させ両市の一層の繁栄につなげるべく各種記念

事業を行うむつ市姉妹都市推進連絡協議会への支

援を実施してまいります。
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最後に 「安全で安心な環境の充実」について、

であります。

防災対策の充実については、市役所庁舎及び庁

舎北側市有地を一体的な防災拠点エリアとして位

置づけ、防災拠点施設用地整備事業を実施し、防

災機能のさらなる強化を図ってまいります。

また、治水対策として、金谷二丁目地区排水路

整備事業の促進を初め、脇野沢清水町地区排水路

整備のための測量及び設計を実施するほか、今年

度から実施しております橋りょうの安全点検につ

いては継続して実施するとともに、国が策定期限

として定める平成25年度までに長寿命化修繕計画

を策定し、順次安全対策を実施してまいります。

消防・救急体制の充実については、平成22年度

の完成を予定している大畑消防署建設事業のほ

か、消防団小型動力ポンプ付積載車の更新により

消防力の強化・充実を図り、安心して暮らせる災

害に強いまちづくりを目指してまいります。

水道の安全・安定供給の確保については、老朽

化が進んでいる川内地区上水道基幹施設の改修に

着手するほか、老朽管の更新事業も並行して計画

的に進め、安全でおいしい水の供給に努めてまい

ります。

交通安全の確保については、関係機関等と連携

してカーブミラーなど交通安全施設の整備を進

め、交通事故防止と安全な交通環境の確保に努め

てまいります。

防犯対策の充実については、第三田名部小学校

建設に伴い通学路となります市道酪農２号線に防

犯効果が期待される青色ＬＥＤ照明灯をモデル事

業として設置し、安全で安心な環境づくりに努め

てまいります。

結び

以上、平成22年度の市政運営に臨む基本的な考

え方と主要施策の概要について述べてまいりまし

た。

「攻め」と「守り」のバランスとりは、言うは

易し行うは難しの側面があります。ましてや財政

には不確定要素がつきものでありますことから、

総合的見地からの見きわめが殊のほか大切となっ

てまいります。

結果として 「守り」を基軸としながら、キラ、

リと光彩を放つような「攻め」の要素を各般に散

りばめた、いわば「創意と工夫のきらめき予算」

として相応に仕上がったのではないかと思ってお

ります。

むつ市のネクスト50に立ち向かうに当たり、忘

れてはならないものとして、歴史に刻まれた先人

たちの脈々とした地道な営みがあります。

中央から遠い、僻遠の地という地理的ハンディ

キャップを背負い、ともすれば、打ちひしがれ、

宿命論、諦念に救いを求めそうになりながらも、

それに抗して先人たちは幾多の艱難辛苦を乗り越

え、営々とこの地を築き上げてきました。

その先人たちに感謝しつつ、この大地を「人と

自然が輝く やすらぎと活力の大地」にするのが

、 。ほかならぬ私たちの悲願であり 責務であります

「産業の基盤づくりと雇用の創出 「安全安」、

心 「人づくり」を主な柱として 「下北のむつ」、 、

市から日本のむつ市へ」をかけ声に、高みを目指

、 。してあらゆる可能性に光を当て はぐくんでいく

そして、地域の総合力を築き上げることで、地域

に自信と誇りが生まれ、それがまた、次の推進力

につながっていく。そのような地域発展、さらな

る飛躍へのスパイラルを夢見て、未来への展望を

切り開いてまいる覚悟であります。

新たな年度に第一歩を踏み出すに当たり、市民

の負託にこたえ得るような行政運営に職員一丸と

なって心血を注ぐとともに 「考え、行動し、創、

造するむつ市」として邁進してまいりたいと決意

を新たにしているところでありますので、議員各

位及び市民の皆様のご理解とご協力、ご支援を賜
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りますよう切にお願い申し上げる次第でありま

す。

〇議長（村中徹也） これで、施政方針の説明を終

わります。

ここで、昼食のため午後１時40分まで暫時休憩

いたします。

午後 零時２３分 休憩

午後 １時４０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎会議録署名議員の追加指名

〇議長（村中徹也） この際、会議録署名議員が不

在となりましたので、７番野呂泰喜議員を追加指

名いたします。

◎日程第５～日程第40 議案一括上程、

提案理由説明

〇議長（村中徹也） 次は、日程第５ 議案第１号

むつ市子ども夢育成基金条例から日程第40 報告

第４号 専決処分した事項の報告及び承認を求め

ることについてまでの36件を一括議題といたしま

す。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長 宮下順一郎 ただいま上程されました32議（ ）

案４報告について、提案理由及び内容の概要をご

説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと存じま

す。

順序が前後いたしますが、新年度予算の議案か

らご説明いたします。

最初は、議案第24号 平成22年度むつ市一般会

計予算についてご説明いたします。

予算総額は、歳入歳出とも339億5,000万円とな

ります。

これを平成21年度当初予算と比較しますと、金

額で18億9,200万円、伸び率では5.9％の増となっ

ております。

予算総額が増となりました主な要因につきまし

ては 歳出では本庁舎移転事業費で約10億4,900万、

円及び下北駅前広場整備事業費で約１億6,700万

円の減となったものの、子ども手当支給事業費で

約６億4,200万円、水川目地区酪農振興資金貸付

金で３億円、大畑町沿岸漁業振興対策事業費で約

１億2,900万円、防災拠点施設用地整備事業費で

約１億8,100万、大畑消防署建設事業費で約２億

900万円、第三田名部小学校建設事業費で約４億

7,500万円、第一川内小学校建設事業費で約５億

3,900万円及びむつ運動公園陸上競技場整備事業

費で約１億6,500万円とそれぞれ増となったこと

によるものであります。

一方、歳入では、市税が約１億2,200万円、県

支出金で約１億2,300万円の減となったものの、

地方交付税で３億5,000万円 国庫支出金で約10億、

3,400万円、繰入金で約１億6,900万円、市債で約

６億7,700万円とそれぞれ増となったことによる

ものであります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

総務費のうち総務管理費には、地上デジタル放送

の難視聴地域の解消を図るための対策補助事業

費、市民の皆様からの相談、要望等をデータベー

ス化するためのシステム構築に要する経費、大畑

町の奥薬研、薬研、小目名及び高橋川地区住民の

生活の足を確保するためのデマンド型乗合タクシ

ー運行事業費のほか、ジオパーク構想調査研究事

業費、住民情報基幹システム更新事業費、旧庁舎

解体経費及び累積赤字解消のための財政調整基金

積立金を計上しております。

徴税費には申告受付支援システム更新事業費、
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地理情報システム整備事業費及び平成24年度の固

定資産評価替えに係る関連事業費を、選挙費には

参議院議員通常選挙費及び青森県議会議員選挙費

を、統計調査費には国勢調査費を計上しておりま

す。

民生費のうち社会福祉費には、むつ市社会福祉

協議会に対する補助金、障害者の自立支援等に要

する経費並びに交通安全対策及び公害対策に要す

る経費を計上しております。

老人福祉費には、ひとり暮らしの高齢者を対象

とし、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必

要な情報を保管する救急医療情報キットの普及を

図るための経費のほか、外出支援サービス事業等

の在宅福祉関連事業費、敬老事業費、老人福祉施

設入所者に係る保護措置費及び介護保険特別会計

繰出金を計上しております。

児童福祉費には、子ども手当支給事業費、ひと

り親家庭等医療費給付事業費、放課後児童健全育

成事業費のほか、病気や病後の児童を持つ保護者

が安心して働ける環境を整備するための病児・病

後児預り事業費、低所得者のファミリーサポート

センター利用における利用料負担の軽減を図るた

めの助成事業費並びに保育所及び児童館の運営費

を計上しております。

生活保護費には、生活扶助費のほか各種扶助費

を計上しております。

衛生費のうち保健衛生費には、妊婦等の健康診

査に要する経費、乳幼児医療給付事業費、予防接

種事業費及び青森県後期高齢者医療広域連合に対

する負担金のほか、国民健康保険特別会計、後期

高齢者医療特別会計及び老人保健特別会計に対す

る繰出金を計上しております。

清掃費には、ごみの分別収集及びリサイクルに

要する経費並びに一般廃棄物処理及びし尿処理に

係る下北地域広域行政事務組合負担金を計上して

おります。

労働費には、むつ市シルバー人材センターに対

する補助金、国の雇用対策に係る緊急雇用創出事

業、ふるさと雇用再生特別基金事業及び地域人材

育成事業に要する経費並びに市単独の雇用対策事

業費を計上しております。

農林水産業費のうち農業費には、むつ市の特産

物の生産拡大を図るためのおいしい果物産地振興

事業費のほか、特産物産地づくり支援事業費、元

気作物産地育成チャレンジ事業費、野菜等生産強

、 、化対策補助事業費 中山間地域等直接支払交付金

農道整備事業費、農業委員会の運営等に要する経

費並びにニホンザルの食害対策事業及び保護共生

事業に要する経費を計上しております。

畜産業費には、乳牛及び肉用牛の健康管理を促

進し、生産性の向上を図るための繁殖・健康管理

システム導入事業費補助金のほか、酪農振興基地

建設事業費及び市営牧野の指定管理料を計上して

おります。

林業費には、森林施業の健全化を推進するため

の森林整備地域活動支援交付金事業費、高性能林

業機械導入のための森林・林業・木材産業づくり

交付金事業費及び直営造林整備事業費を計上して

おります。

、 、水産業費には アカガイやナマコ等の増殖事業

関根浜沿岸漁業振興対策事業、大畑町沿岸漁業振

興対策事業及びトド被害防止用強化網導入事業に

係る補助金のほか、各漁港施設の整備事業費を計

上しております。

商工費には、消費拡大、商品開発及び販売促進

を推進するための「むつ市のうまいは日本一！」

推進プロジェクト事業費のほか、元気むつ市応援

隊推進事業費、元気なまちづくりサイト運営事業

費、地域企業連携強化事業費、地域商店街活性化

事業費補助金、東北新幹線全線開業事業費、商工

団体及び観光団体に対する補助金、中小企業への

融資資金に係る原資預託金並びに観光施設の管理
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運営費を計上しております。

土木費のうち道路橋りょう費には、酪農２号線

道路整備事業費、橋りょう緊急点検サポート事業

費、除雪機購入費のほか、道路維持補修費及び除

排雪経費を計上しております。

河川費には、金谷二丁目地区の治水対策に係る

排水路整備事業費のほか、田名部川周辺環境整備

事業費及び県の急傾斜地整備事業に係る負担金を

計上しております。

港湾費には、大湊港湾整備事業として実施して

おりますウェルネスパーク周辺の道路、緑地等の

整備に係る県営事業の負担金を計上しておりま

す。

都市計画費には、都市計画図作成経費及び下水

道事業特別会計繰出金を計上しております。

住宅費には、緑町団地建設事業費、桜木町西団

地解体工事費及び市営住宅の維持管理費を計上し

ております。

消防費には、消防本部、各消防署及び分署の運

営費並びに大畑消防署建設事業費を含む常備消防

に係る下北地域広域行政事務組合負担金、県防災

情報ネットワーク整備事業に係る負担金及び消防

団に配備する小型動力ポンプ付積載車の購入費の

ほか、庁舎北側市有地を防災拠点施設用地として

活用するための整備事業費を計上しております。

教育費のうち教育総務費には、当市の未来を担

う子供たちの育成を図ることを目的として新たに

設置する「むつ市子ども夢育成基金」への積立金

のほか、教育相談支援員の派遣及びスクールサポ

ーターの配置に要する経費、私立幼稚園就園奨励

費、中学生夢はぐくむ体験入学事業費、こころの

プロジェクト「夢の教室」開催事業費並びにジュ

ニア大使派遣事業費を計上しております。

小中学校費には、学校管理運営費、スクールバ

ス運行管理費、第三田名部小学校建設費及び第一

川内小学校建設費を計上しております。

社会教育費には、国の重要文化財に指定された

「旧大湊水源地水道施設」並びに九艘泊地区公民

館を活用して行う脇野沢地区の文化財等の調査及

び保存に要する経費のほか、図書館、公民館及び

下北自然の家の管理運営に要する経費を計上して

おります。

保健体育費には、むつ運動公園陸上競技場整備

事業費及びむつ運動公園野球場改修事業費のほ

か、各種大会やスポーツ団体に対する補助金及び

児童・生徒の健康診断委託料、各体育施設の指定

管理料を計上しております。

公債費には、長期債の元金償還金、長期債利子

及び一時借入金利子を計上しております。

諸支出金には、一部事務組合下北医療センター

に対する負担金及び貸付金並びに水道事業会計負

担金を計上しております。

次に、歳入についてでありますが、市税には個

人市民税において所得の減少による影響、固定資

産税については償却資産の減収分等を見込み、

57億3,820万1,000円を計上しております。

これを平成21年度と比較しますと、金額では１

億2,158万9,000円、伸び率では2.1％の減となっ

ております。徴収率は、現年課税分で97.3％、滞

納繰越分で17.0％、全体では90.6％の見込みとし

ております。

地方譲与税には、地方揮発油譲与税及び自動車

重量譲与税について、平成21年度交付見込額に地

方財政計画の伸び率等を勘案して計上しておりま

す。

地方特例交付金には、自動車取得税の減税に伴

う減収補てんとして設けられた特例交付金、児童

手当及び子ども手当に係る特例交付金及び住宅借

入金等特別税額控除による減収補てん特例交付金

を計上しております。

地方交付税には、基礎数値や単位費用の入れか

えと、地域活性化・雇用臨時特例費等の制度改正
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、 。の影響を加味し 交付見込額を計上しております

繰入金には、公共施設整備基金、水川目地区酪

農振興基金、関根浜沿岸漁業振興対策基金、大畑

町沿岸漁業振興対策基金等の繰入金を計上してお

ります。

、 、 、市債には 退職手当債 臨時財政対策債のほか

事業との関連で借入見込額を計上しております。

その他歳入につきましては、事務事業との関連

で収入見込額を計上しております。

なお、住民情報基幹システム更新事業につきま

しては、平成24年度までの継続費を、固定資産評

価替え事業、都市計画図作成事業及びむつ運動公

園野球場改修事業につきましては、平成23年度ま

での継続費を、市議会会議録作成委託料、年度内

の除排雪対策経費及びむつ市営宮後牧野外４施設

の指定管理料につきましては、債務負担行為をそ

れぞれ設定しております。

次に、議案第25号 平成22年度むつ市国民健康

保険特別会計予算についてご説明いたします。

予算総額は、歳入歳出とも76億228万9,000円と

なります。

これを平成21年度当初予算と比較しますと、金

額では１億2,963万3,000円、伸び率では1.7％の

増となります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

保険給付費には一般被保険者及び退職被保険者等

の医療に係る保険者負担経費を、後期高齢者支援

金等には、後期高齢者医療への支援金を、介護納

付金には第２号被保険者に係る社会保険診療報酬

支払基金への納付金を、共同事業拠出金には高額

医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業に係

る拠出金を、保健事業費には、特定健康診査事業

及び被保険者の健康づくり推進事業に要する経費

を計上しております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、

国民健康保険税には収入見込額を、国庫支出金、

療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、県支出

金及び共同事業交付金には歳出との関連で交付見

込額を、繰入金には一般会計繰入金を計上してお

ります。

次に、議案第26号 平成22年度むつ市後期高齢

者医療特別会計予算についてご説明いたします。

予算総額は、歳入歳出とも４億4,213万7,000円

となります。

これを平成21年度当初予算と比較しますと、金

額では1,809万3,000円、伸び率では4.3％の増と

なります。

歳入歳出の主なものについてでありますが、歳

出には青森県後期高齢者医療広域連合への納付金

を、歳入には保険料の徴収見込額及び保険基盤安

定制度に係る一般会計繰入金を計上しておりま

す。

次に、議案第27号 平成22年度むつ市老人保健

特別会計予算についてご説明いたします。

予算総額は、歳入歳出とも227万2,000円となり

ます。

これを平成21年度当初予算と比較しますと、金

額では840万9,000円、伸び率では78.7％の減とな

ります。

本特別会計は、平成20年４月から後期高齢者医

療制度がスタートしたことに伴い、平成20年度分

までの医療給付費及び高額医療費の請求や過誤調

整等に対応するための経費を計上しておりまし

て、平成22年度をもって廃止することとしており

ます。

次に、議案第28号 平成22年度むつ市介護保険

特別会計予算についてご説明いたします。

予算総額は、歳入歳出とも48億2,904万7,000円

となります。

これを平成21年度当初予算と比較しますと、金

額では３億4,134万円、伸び率では7.6％の増とな

ります。
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まず、歳出の主なものについてでありますが、

総務費には下北圏域介護認定審査会の運営に要す

る経費を、保険給付費には介護保険サービスに係

る保険者負担経費を、地域支援事業費には介護予

防等に要する経費を計上しております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、

保険料には第１号被保険者保険料を、分担金及び

負担金には下北圏域介護認定審査会の運営に対す

る関係町村の負担金を、国庫支出金、支払基金交

付金及び県支出金には歳出との関連で交付見込額

を、繰入金には一般会計繰入金及び財政調整基金

繰入金を計上しております。

次に、議案第29号 平成22年度むつ市下水道事

業特別会計予算についてご説明いたします

予算総額は、歳入歳出とも14億7,360万円とな

ります。

これを平成21年度当初予算と比較しますと、金

額では5,736万円、伸び率では3.7％の減となりま

す。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

事業費には一般管理費、施設の維持管理費並びに

管渠工事等の下水道整備費を、公債費には市債の

元利償還金を計上しております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、

事業収入には下水道事業受益者負担金及び下水道

使用料を、国庫補助金には歳出との関連で補助見

込額を、繰入金には一般会計繰入金を、市債には

借入予定額を計上しております。

次に、議案第30号 平成22年度むつ市公共用地

取得事業特別会計予算についてご説明いたしま

す。

、 、予算総額は 歳入歳出とも777万1,000円となり

歳出には用地取得に係る市債の元利償還金等を、

歳入には一般会計繰入金等を計上しております。

次に、議案第31号 平成22年度むつ市魚市場事

業特別会計予算についてご説明いたします。

、 、予算総額は 歳入歳出とも755万9,000円となり

歳出には魚市場施設の維持管理経費等を、歳入に

は当該施設の使用料等を計上しております。

次に、議案第32号 平成22年度むつ市水道事業

会計予算についてご説明いたします。

まず、収益的収入及び支出についてであります

が、支出には水道施設等の維持管理費、水道料金

徴収経費、減価償却費、企業債利息等で15億

3,807万2,000円を、収入には水道料金、一般会計

負担金等で16億837万5,000円を計上しておりま

す。

次に、資本的収入及び支出についてであります

が、支出には上水道整備事業等に係る建設改良費

及び企業債の元金償還金で10億6,841万5,000円

を、収入には上水道整備事業及び簡易水道施設改

良事業に係る企業債、一般会計負担金のほか、工

事負担金で３億4,571万4,000円を計上しておりま

す。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額７億2,270万1,000円は、過年度分損益勘

定留保資金等で補てんするものとしております。

以上が新年度各会計予算の概要であります。

この結果、平成22年度の各会計予算の総額は、

509億2,116万2,000円となり、平成21年度当初予

算と比較しますと、金額では22億7,943万円、伸

び率では4.7％の増となります。

次に、新年度予算以外の議案についてご説明い

たします。

まず、議案第１号 むつ市子ども夢育成基金条

例についてでありますが、本案は、子供たちの夢

をはぐくみ未来の可能性を支援することを目的と

して、文化、芸術及びスポーツの競技会や大会等

への参加並びに体験事業や派遣研修等への参加に

要する経費の一部を助成するに当たり、安定的な

財源を確保するため、新たに基金を設置するため

のものであります。
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次に、議案第２号 むつ市表彰条例の一部を改

正する条例についてでありますが、本案は、児童

・生徒等の若年層も含めた文化・芸術分野及びも

のづくりを支える技術・技能等産業関連分野を対

象とする新たな表彰制度を設けるほか、表彰対象

者に係る欠格条項を追加するとともに、市の組織

機構の見直しに伴い、所要の条文整備をするため

のものであります。

次に、議案第３号 むつ市長等の給与の特例に

関する条例の一部を改正する条例についてであり

ますが、本案は、私を初め副市長、公営企業管理

者及び教育長の給料月額を減額して支給するため

のものであります。

次に、議案第４号 むつ市職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例についてであります

が、本案は、労働基準法の一部改正に基づき、月

60時間を超える時間外勤務手当の支給割合を引き

上げるとともに、当該手当の支給にかえて支給割

合の差額分を時間外勤務代休時間に指定すること

ができる制度を設けるほか、市の組織機構の見直

しに伴い、所要の条文整備をするためのものであ

ります。

次に、議案第５号 むつ市職員の特殊勤務手当

に関する条例及びむつ市人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例の一部を改正する条例につい

てでありますが、本案は、市の組織機構の見直し

に伴い、所要の条文整備をするためのものであり

ます。

次に、議案第６号 むつ市育英基金条例の一部

を改正する条例についてでありますが、本案は、

定額の資金を運用するための基金から特定の目的

のために資金を積み立てるための基金へ変更する

ためのものであります。

次に、議案第７号 むつ市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてでありますが、本

案は、国民健康保険特別会計の単年度収支の改善

及び累積赤字の解消を図るため、国保税の基礎課

税額の算定に用いる税率を見直しするためのもの

であります。

次に、議案第８号 むつ市行政財産目的外使用

料徴収条例の一部を改正する条例についてであり

ますが、本案は、行政財産の目的外使用に係る使

用料の減免規定を見直しするほか、所要の条文整

備をするためのものであります。

次に、議案第９号 むつ市地域生活支援事業利

用料の特例に関する条例の一部を改正する条例に

ついてでありますが、本案は、市民税非課税世帯

に属する障害者等について、地域生活支援事業に

係る利用者負担を無料とするため、所要の条文整

備をするためのものであります。

次に、議案第10号 むつ市営住宅条例の一部を

改正する条例についてでありますが、本案は、公

営住宅法等の一部改正に伴い、所要の条文整備を

するためのものであります。

次に、議案第11号 むつ市消防団条例の一部を

改正する条例についてでありますが、本案は、組

織及び指揮命令系統の一本化を図るため、市内各

区域ごとに設置した消防団の連合体制を見直し、

市内全域を管轄区域とする消防団体制に改めるほ

、 。か 所要の条文整備をするためのものであります

次に、議案第12号から議案第14号までの工事請

負契約についてでありますが、これら３議案は、

第一田名部小学校、第二田名部小学校及び大平小

学校の耐震補強及びその他改修工事について工事

請負契約を締結するためのものであります。

次に、議案第15号 指定管理者の指定について

でありますが、本案は、むつ市営宮後牧野外４施

設の指定管理者を指定するためのものでありま

す。

次に、議案第16号 むつ市教育委員会の委員に

任命する者につき同意を求めることについてであ

りますが、本案は、来る４月25日をもちまして任
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期が満了となります牧野正藏氏の後任として遠島

、 。進氏を任命いたしたく 提案するものであります

このたびの任期をもちまして勇退されます牧野

氏は、市の教育行政のかなめとして当市の発展に

ご尽力されました。ここに牧野氏の功績をたたえ

るとともに、心から感謝の意を表するものであり

ます。

次に、議案第17号 人権擁護委員の候補者に推

薦する者につき意見を求めることについてであり

ますが、本案は、来る６月30日をもちまして任期

が満了となります畑中錬逸氏を推薦するためのも

のであります。

次に、議案第18号 平成21年度むつ市一般会計

補正予算についてでありますが、今回提案いたし

ます補正予算は、４億7,255万4,000円の増額補正

でありまして、これにより補正後の歳入歳出予算

総額は、400億1,483万7,000円となります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

議会費では、決算見込みにより議員の費用弁償を

減額しております。

総務費では、バス路線の維持及び確保のための

生活交通路線維持費補助金、庁舎改修事業費、環

境対応車購入事業費を計上しておりますほか、決

算見込みにより文化会館改修工事等に係る下北地

域広域行政事務組合負担金、ブロードバンド基盤

、 。整備事業費 選挙関連経費等を減額しております

民生費では、むつ市社会福祉協議会が実施する

ボランティア・市民活動センター事業及び社会福

祉施設のスプリンクラー設置に係る補助金並びに

子ども手当支給の準備に係る事務経費を計上して

おりますほか、決算見込みにより介護保険特別会

計繰出金等を増額し、しもきた療育園及びはまゆ

り学園に係る下北地域広域行政事務組合負担金、

各種扶助費等を減額しております。

衛生費では、むつ地区旧清掃センターの煙突解

体事業費、墓地公園の改修に要する経費を計上し

ておりますほか、決算見込みにより国民健康保険

特別会計及び後期高齢者医療特別会計の繰出金、

青森県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金

等を増額し、し尿処理に係る下北地域広域行政事

務組合負担金、ごみ収集運搬事業費、新型インフ

ルエンザワクチン接種助成費等を減額しておりま

す。

労働費では、決算見込みにより緊急雇用創出事

業費及びふるさと雇用再生特別基金事業費を減額

しております。

農林水産業費では、水川目地区における酪農業

の振興対策として、はまなす農業協同組合による

貸付事業の実施を予定しておりましたが、事業実

施に当たり同組合との調整がつかなかったことか

ら、貸付事業の財源を水川目地区酪農振興基金に

積み立てしておりますほか、ホタテ養殖カゴ洗浄

施設整備事業を実施するむつ漁業協同組合に対す

る補助金、分収林の売り払いに伴う収益分収金を

計上しております。また、決算見込みにより漁港

施設整備に係る事業費等を減額しております。

商工費では、市内中小企業の運転資金、設備資

金の融資が増加していることから、これに対応す

るため信用保証料の負担金を増額しております。

土木費では、安部城１号線道路整備事業費、兎

沢小目名線道路整備事業費、大湊地区坂道対策事

業費を計上しておりますほか、決算見込みにより

下水道事業特別会計繰出金、排水路整備事業費等

を減額しております。

消防費では、老朽化している防災行政用無線の

交換及び新設に要する経費を計上しておりますほ

か、決算見込みにより常備消防に係る下北地域広

域行政事務組合負担金等を減額しております。

教育費では、関根小学校、大畑中学校及び脇野

沢中学校の耐震改修事業費、平成24年度からの中

学校における武道の必修化に伴う柔道畳等の購入

費及び大室平地区の学習施設整備事業費を計上し
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ておりますほか、決算見込みにより各種事務事業

費を減額しております。

諸支出金では、公立病院改革プランに基づく不

良債務の着実な解消を促進するため、下北医療セ

ンター負担金を増額しております。

公債費では、決算見込みにより長期債元金、長

期債利子及び一時借入金利子を増額しておりま

す。

次に、歳入の主なものについてでありますが、

使用料及び手数料につきましては、収入見込みに

より一般廃棄物処理手数料を減額しております。

国・県支出金では、国の第２次補正予算で創設

された地域活性化・きめ細かな臨時交付金を計上

しておりますほか、補助内示等に伴う収入見込み

により増減調整しております。

財産収入では、分収林の立木売払収入を増額し

ております。

繰入金では、決算見込みにより公共施設整備基

金繰入金及び地域活性化・生活対策基金繰入金を

調整しております。

諸収入では、収入見込額を増減調整しておりま

すほか、歳入不足額を調整しております。

市債では、歳出との関連で収入見込額を増減調

整しております。

また、第三田名部小学校建設事業及び第一川内

小学校建設事業について継続費の変更を行ってお

りますほか、年度内の事業完了が見込めないこと

からブロードバンド基盤整備事業ほか21事業につ

いて繰越明許費の追加をしております。

次に、議案第19号 平成21年度むつ市国民健康

保険特別会計補正予算についてでありますが、本

案は、決算見込み等により846万3,000円を減額す

るものでありまして、これにより補正後の歳入歳

出予算総額は、76億5,790万3,000円となります。

また、年度内の事業完了が見込めないことから

国民健康保険税システム改修事業について繰越明

許費を設定しております。

次に、議案第20号 平成21年度むつ市後期高齢

者医療特別会計補正予算についてでありますが、

本案は、保険基盤安定制度に係る市負担金の確定

に伴い、280万4,000円を増額するものでありまし

て、これにより補正後の歳入歳出予算総額は、４

億3,326万3,000円となります。

次に、議案第21号 平成21年度むつ市介護保険

、 、特別会計補正予算についてでありますが 本案は

決算見込み等により２億5,166万7,000円を増額す

るものでありまして、これにより補正後の歳入歳

出予算総額は、47億5,952万6,000円となります。

次に、議案第22号 平成21年度むつ市下水道事

業特別会計補正予算についてでありますが、本案

は、事業費の確定及び決算見込みにより3,200万

円を減額するものでありまして、これにより補正

後の歳入歳出予算総額は、14億9,896万円となり

ます。

また、国庫補助の対象となる下水道整備費につ

いて債務負担行為を追加しております

次に、議案第23号 平成21年度むつ市水道事業

会計補正予算についてでありますが、本案は、事

業費の確定及び決算見込みにより補正するもので

ありまして、収益的収入及び支出において、支出

では1,061万4,000円を減額、収入では1,649万

3,000円を増額しておりますほか、資本的収入及

び支出において、支出では3,055万9,000円を、収

入では1,820万1,000円をそれぞれ減額しておりま

す。

次に、報告第１号についてでありますが、これ

は、去る平成21年10月23日に青森市大字細越字栄

山地内の国道において発生した自動車事故に係る

和解及び損害賠償の額を定めることについてであ

りまして、議会の委任をいただいているところに

より、専決処分したものであります。

次に、報告第２号及び報告第４号についてであ
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りますが、これらは、平成21年度むつ市一般会計

補正予算についてでありまして、今冬の大雪によ

り道路等の除排雪に多額の経費を要し、予算に不

足が見込まれたため、除排雪委託料を追加するこ

とについて、それぞれ専決処分したものでありま

す。

、 、 、なお 報告第２号において 第一田名部小学校

第二田名部小学校及び大平小学校の耐震整備事業

について、繰越明許費を設定しております。

次に、報告第３号についてでありますが、これ

は、有限会社畑中林業がむつ市大字関根字北関根

ノ内休場地内において、第一田名部小学校学校林

の立木を誤って伐採した事故に係る和解について

でありまして、議会の委任をいただいているとこ

ろにより、専決処分したものであります。

以上をもちまして、上程されました32議案４報

告について、その大要を申し上げましたが、細部

につきましては、議事の進行に伴いましてご質問

により詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決、ご

同意及びご承認賜りますようお願い申し上げる次

第であります。

〇議長（村中徹也） これで、提案理由の説明を終

わります。

◎散会の宣告

〇議長（村中徹也） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。３月１日から５日までは議

案熟考のため休会したいと思います。これにご異

議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、３月１日から５日までは議案熟考のため休会

することに決定いたしました。

なお、２月27日、28日及び３月６日、７日は休

日のため休会とし、３月８日は議案質疑、委員会

付託、一部採決、予算審査特別委員会設置及び付

託、予算審査特別委員会委員の選任を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時１８分 散会
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